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横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察

 
　
　
　
― 

改
正
刑
法
假
案
の
視
座 

―(

五 

完
︶

林　
　
　

弘　

正

序
言

第
一
章　

明
治
初
年
か
ら
明
治
三
〇
年
改
正
案
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
一
節　

明
治
初
年
か
ら
改
定
律
例
に
至
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
（
以
上
、
第
五
・
六
号
）

　

第
二
節　

明
治
一
五
年
刑
法
成
立
に
至
る
各
草
案
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
三
節　

明
治
一
五
年
刑
法
か
ら
明
治
三
〇
年
改
正
案
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

第
二
章　

明
治
三
四
年
改
正
案
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
一
節　

明
治
三
四
年
改
正
案
か
ら
明
治
三
五
年
刑
法
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
二
節　

明
治
三
九
年
改
正
案
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
（
以
上
第
一
二
号
）

第
三
章　

刑
法
改
正
事
業
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
一
節　
「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
に
基
づ
く
刑
法
改
正
事
業

　

第
二
節　

刑
法
改
正
起
草
委
員
会
で
の
論
議

　

第
三
節　

刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
で
の
論
議
（
以
上
第
一
三
号
）

　

第
四
節　

小
括
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第
五
章　

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
関
す
る
立
法
例
と
わ
が
国
の
学
説

第
一
節　

若
干
の
立
法
例　

一
．
明
治
政
府
は
、
当
初
律
令
法
系
の
下
に
あ
り
、
新
た
な
刑
法
施
行
を
企
図
し
外
国
法
研
究
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
。

　

参
議
副
島
種
臣
は
、
一
八
六
七
年（
慶
応
三
年
）二
月
一
五
日
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
将
軍
の
名
代
と
し
て
出
席
す
る
徳
川
昭
武

に
幕
府
の
命
に
よ
り
渋
沢
栄
一
ら
と
随
行
し
、
各
国
を
巡
り
一
八
六
八
年（
明
治
元
年
）二
月
二
四
日
帰
国
し
た
箕
作
麟
祥
に

一
八
六
九
年（
明
治
二
年
）、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
の
翻
訳
を
命
じ
た
。
箕
作
麟
祥
は
、
明
治
三
年（
一
八
七
〇
年
）『
佛
蘭
西
法
律
書
』

を
刊
行
し
た1

。

　

そ
の
後
、
明
治
政
府
は
、
外
国
法
研
究
の
た
め
明
治
八
年
八
月
三
〇
日
司
法
省
第
二
局
に
翻
訳
課
を
設
置
し
、
更
に
翻
訳
作
業

の
充
実
を
図
る
た
め
同
年
九
月
一
八
日
翻
訳
課
を
専
管
と
す
る
第
六
局
を
新
設
し
た
。
司
法
卿
大
木
喬
任
は
、
司
法
大
書
記
官
鶴

田 

皓
に
各
国
刑
法
典
の
翻
訳
を
命
じ
た
。
鶴
田 

皓
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
等
の
フ
ラ
ン
ス
人
法
律
専
門
家
教
師
の
協
力
の
も
と
明

治
一
〇
年
一
月『
各
国
刑
法
類
纂
』を
著
わ
し
て
い
る2

。

第
四
章　

戦
後
の
刑
法
改
正
事
業
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
一
節　

改
正
刑
法
準
備
草
案
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性

　

第
二
節　

改
正
刑
法
草
案
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
（
以
上
第
一
四
号
）

第
五
章　

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
関
す
る
立
法
例
と
わ
が
国
の
学
説

　

第
一
節　

若
干
の
立
法
例

　

第
二
節　

わ
が
国
の
学
説

結
語
（
以
上
本
号
）
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ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
一
五
年
刑
法
編
纂
に
際
し
最
も
参
酌
し
た
外
国
法
典
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
典
を
挙
げ
、
次
に
イ
タ
リ

ア
法
案
、
ベ
ル
ギ
ー
法
典
、
ゲ
ル
マ
ン
法
典
を
挙
げ
て
い
る3

。

二
．
現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
第
三
七
章
詐
欺
及
び
恐
喝
の
罪
第
二
四
七
条
背
任
罪
及
び
第
三
八
章
横
領
の
罪
第
二
五
二
条
横
領
罪
、

第
二
五
三
条
業
務
上
横
領
罪
の
各
構
成
要
件
を
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
概
観
す
る
。

　

明
治
二
八
年
案
は
、
第
二
編
罪
名
第
一
四
章
第
二
節「
占
有
物
横
領
ノ
罪
」に
お
い
て
初
め
て
横
領
罪
と
の
罪
名
を
採
用
し
、
第

三
〇
七
条
単
純
横
領
罪
及
び
第
三
〇
八
条
業
務
上
横
領
罪
の
構
成
要
件
を
規
定
し
た
。

　

明
治
三
四
年
改
正
案
は
、
第
二
編
罪
第
一
四
章
第
一
節「
賊
盗
ノ
罪
」の
下
に
第
二
八
二
条
背
任
罪
の
構
成
要
件
を
初
め
て
規
定

し
、
第
二
節「
占
有
物
横
領
ノ
罪
」の
下
に
第
二
八
九
条
単
純
横
領
罪
及
び
第
二
九
〇
条
業
務
上
横
領
罪
の
構
成
要
件
を
規
定
し
た
。

　

明
治
三
四
年
改
正
案
は
、
現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
の
横
領
罪
と
背
任
罪
規
定
形
式
の
端
緒
と
な
っ
た
。

三
．
本
稿
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
を
法
制
史
的
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
一
五
年
刑
法
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
作
成
の
刑
法
原
案「
日
本
帝
国
刑
法
草
案
」を
ベ
ー
ス
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
刑
法
草
案
取

調
掛
鶴
田 

皓
と
の
質
疑
、
討
論
の
形
式
で
進
め
ら
れ
た
。
受
寄
財
物
に
つ
い
て
の
各
草
案
の
節
名
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

日
本
帝
国
刑
法
草
案「
倒
産
、
詐
欺
、
取
罪
及
ヒ
背
信
ノ
罪
」、
第
一
案「
詐
欺
ノ
倒
産
詐
欺
取
財
及
ヒ
背
信
ノ
犯
罪
」、
第
二
案「
倒

産
詐
欺
取
財
及
ヒ
背
信
ノ
犯
罪
」、
日
本
刑
法
草
按
第
一
稿「
倒
産
詐
欺
取
財
背
信
ノ
罪
」、
日
本
刑
法
草
按
第
二
稿「
背
信
ノ
罪
」、

日
本
刑
法
草
案「
詐
欺
取
財
及
ヒ
背
信
ノ
罪
」、
刑
法
修
正
案「
詐
欺
取
財
及
ヒ
受
寄
財
物
ニ
関
ス
ル
罪
」、
明
治
一
五
年
刑
法「
詐

欺
取
財
ノ
罪
及
ヒ
受
寄
財
物
ニ
關
ス
ル
罪
」

　

明
治
一
五
年
刑
法
第
三
九
五
條
は
、「
受
寄
ノ
財
物
借
用
物
又
ハ
典
物
其
他
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
物
件
ヲ
費
消
シ
タ
ル
者
ハ

一
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
ス
若
シ
騙
取
拐
帶
其
他
詐
欺
ノ
所
爲
ア
ル
者
ハ
詐
欺
取
財
ヲ
以
テ
論
ス
」と
規
定
す
る
。

　

本
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
四
百
八
條
を
参
考
と
す
る
も
の
で
あ
る4

。
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現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
は
、
第
三
七
章
詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪
の
も
と
第
二
四
七
条
に
お
い
て
初
め
て
背
任
罪
の
構
成
要
件
を
規

定
す
る
が
、
そ
の
端
緒
は
明
治
三
四
年
改
正
案
第
二
八
二
条
に
あ
る
。
背
任
罪
に
つ
い
て
の
各
草
案
の
節
名
は
、
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　

明
治
三
四
年
改
正
案「
賊
盗
ノ
罪
」、
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案「
賊
盗
ノ
罪
」、
明
治
三
九
年
刑
法
改
正
案「
詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪
」

　

現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
第
二
四
七
条
背
任
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
は
、
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
第
二
八
一
条
及
び
明
治
三
九

年
刑
法
改
正
案
第
二
四
八
条
と
同
一
の「
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
」で
あ
る
が
、
明
治
三
四
年
改
正
案
第
二
八
二
条
は「
権
限
外

ノ
行
爲
」と
規
定
す
る
。

　

背
任
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
の
相
異
は
、
背
任
罪
の
本
質
を
権
限
濫
用
と
解
す
る
か
任
務
違
背
と
解
す
る
か
に
依
拠
す
る
。　

　

背
任
罪
の
成
立
経
緯
は
、
検
討
し
た
明
治
四
〇
年
刑
法
に
至
る
各
草
案
及
び
明
治
四
〇
年
刑
法
提
案
理
由
書
等
か
ら
は
外
国
刑

法
特
に
ド
イ
ツ
刑
法
の
示
唆
に
つ
い
て
直
接
論
及
す
る
も
の
は
な
い5

。
然
し
な
が
ら
、
現
行
刑
法
の
背
任
罪
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ

刑
法
二
六
六
条
か
ら
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
と
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る6

。

　

本
節
で
は
、
わ
が
国
の
刑
法
に
影
響
を
与
え
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
及
び
ド
イ
ツ
刑
法
を
考
察
し
、
更
に
、
改
正
刑
法
假
案

を
継
受
し
た
韓
国
刑
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
検
討
す
る
法
律
の
文
言
は
、
そ
の
当
時
の
条
文
と
し
、
参
考
と
し
て
現
在
の
条
文

を
併
記
す
る
。

四
．
本
項
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
横
領
罪
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
四
〇
八
条（
一
八
一
〇
年
）

　

第
四
百
八
條　
千
八
百
六
十
三
年
第
五

月
十
三
日
如
左
換
フ 

自
己
ニ　

テ
借
受
、
受　

及
ヒ
典
當
ノ
受　

又
ハ
借
用
或
ハ
雇
直
ヲ
得
タ
ル
操
作
及
ヒ
雇
直
ヲ
得
サ
ル
操
作
䓁䓁

ノ
爲
メ
又
ハ
還
與
ヲ
為
ス
ノ
約
束
及
ヒ
同
價
ノ
物
ヲ
還
與
ス
可
キ
ノ
約
束
或
ハ
預
定
ノ
用
法
ヲ
為
ス
可
キ
爲
メ
䓁䓁
ニ
ツ
キ
交
付
得
タ
ル
證
票
、

金
銀
、
商
品
、
證
券
、
還
與
ノ
證
書
又
ハ
其
他
借
受
及
ヒ
箕
還
䓁䓁
ノ
證
書
類
䓁䓁
ヲ
其

有
者
ノ
害
ト
ナ
ル
可
キ
方
法
ヲ
以
テ
竊
取
シ
及
ヒ
費
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耗
セ
シ
者
ハ
第
四
百
六
條
ニ
記
シ
タ
ル
刑
ニ
處
セ
ラ
ル
可
シ

官
署
、
裁
判
䓁䓁
ニ
管
ス
ル
官
吏
ニ　

テ
前
文
ニ
記
セ
シ
人
ノ
信
ニ
背
ク
ノ
罪
ヲ
犯
シ
又
ハ
僕
奴
、
雇
丁
、
弟
子
、
書
記
官
、
家
僮
、
工
丁
及

ヒ
期
限
ヲ
定
メ
使
役
ヲ
受
ル
撞
奴
䓁䓁
ノ
其
主
ニ
對
シ
其
罪
ヲ
犯
シ
テ
害
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
徒
刑
塲
内
ニ　

テ
驅
役
ス
ル
刑
ニ
處
セ
ラ
ル
可
シ

但
シ
此
規
則
ト
第
二
百
五
十
四
條
第
二
百
五
十
五
條
第
二
百
五
十
六
條
䓁䓁
ニ
記
載
セ
シ
官
署
ニ
藏
ス
ル
金
銀
、
證
書
䓁䓁
ノ
類
ヲ
竊
取
、
攘
奪

ス
ル
ノ
罪
犯
ヲ
罰
ス
ル
ノ
規
則
ト
相
抵
觸
ス
ル
事
ナ
カ
ル
可
シ7 

　

第
四
百
八
條　
千
八
百
六
十
三
年
五

月
十
三
日
如
左
改
ム 

借
受
附
託
質
入
借
用
ノ
爲
メ
或
ハ
雇
賃
ノ
有
無
ヲ
論
セ
ス
人
ノ
用
ヲ
達
ス
ル
爲
メ
人
ヨ
リ
動
產
金
銀
手
形
算
還
ノ

證
書
類
ヲ
受
取
リ
後
ニ
之
ヲ
還
シ
又
ハ
示
シ
又
ハ
定
マ
リ
タ
ル
用
法
ニ
之
ヲ
用
フ
可
キ
ノ
約
ヲ
爲
シ
其
約
ニ
背
キ
此
等
ノ
諸
件
ヲ
竊
取
シ
又

ハ
消
費
シ
テ
其
所
有
者
ノ
損
害
ヲ
爲
セ
シ
者
ハ
第
四
百
六
條
ニ
記
シ
タ
ル
刑
ニ
處
セ
ラ
ル
可
シ

若
シ
行
政
又
ハ
裁
判
ニ
管
ス
ル
官
吏
前
項
ニ
記
セ
シ
背
信
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
又
ハ
僕
婢
、
雇
人
、
弟
子
、
書
記
官
、
家
童
、
工
丁
、
年
季

弟
子
ノ
其
主
又
ハ
師
ニ
對
シ
其
罪
ヲ
犯
シ
テ
害
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
徒
刑
塲
内
ニ　

テ
使
役
ス
ル
刑
ニ
處
セ
ラ
ル
可
シ

但
シ
此
規
則
ト
第
二
百
五
十
四
條
第
二
百
五
十
五
條
第
二
百
五
十
六
條
ニ
記
セ
シ
公
ケ
ノ
預
リ
所
ニ
藏
ス
ル
金
銀
動
產
證
書
類
ヲ
竊
取
掠
奪

ス
ル
罪
ヲ
罰
ス
ル
規
則
ト
相
觸
ル
ゝ
ヿ
ナ
カ
ル
可
シ8

　

右
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
四
〇
八
条
の
二
つ
の
日
本
語
訳
は
、
箕
作
麟
祥『
佛
蘭
西
法
律
書
』（
大
學
南
校
、
明
治
三
年
）及
び『
各
国

刑
法
類
纂 

下
巻
』（
司
法
省
、
明
治
一
三
年
）を
引
用
し
た
。
両
翻
訳
を
参
照
し
た
の
は
、
箕
作
訳
か
ら
一
〇
年
の
径
庭
の
中
で
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
刑
法
紹
介
と
そ
の
理
解
を
み
る
た
め
で
あ
る
。

　

現
行
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
第
四
章
横
領
第
一
節
背
信
と
し
て
三
一
四
―
一
条
か
ら
三
一
四
―
三
条
に
横
領
罪
を
規
定
し
、
第
二
節

質
物
又
は
差
押
物
の
横
領
と
し
て
三
一
四
―
五
条
及
び
三
一
四
―
六
条
を
規
定
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
刑
法（
一
九
九
二
年
）

第
三
部　

財
産
に
対
す
る
重
罪
及
び
軽
罪
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第
一
編　

不
法
領
得

第
四
章　

横
領

　

第
一
節　

背
信

　

第
三
一
四
―
一
条【
背
信
】　

①　

資
金
、
有
価
証
券
又
は
何
ら
か
の
財
物
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
、
又
は
返
還
、
代
理
若
し
く
は
特
定
の
利
用

を
行
う
こ
と
を
引
き
受
け
た
者
が
、
こ
れ
ら
の
物
を
横
領
す
る
行
為
は
、
背
信
と
す
る
。

　

②　

背
信
は
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
二
、五
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

　

第
三
一
四
―
二
条【
加
重
的
背
信
】　

次
に
掲
げ
る
場
合
、
背
信
は
、
七
年
の
拘
禁
刑
及
び
五
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

　

一　

自
己
の
計
算
に
お
い
て
、
又
は
工
業
若
し
く
は
企
業
の
事
実
上
若
し
く
は
法
的
な
経
営
者
若
し
く
は
そ
の
担
当
者
と
し
て
、
資
金
又
は
有

価
証
券
の
引
渡
し
を
受
け
る
た
め
に
、
資
金
を
公
募
す
る
者
が
実
行
し
た
と
き
。

　

二　

第
三
者
の
計
算
に
お
い
て
資
金
又
は
有
価
証
券
を
回
収
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
三
者
の
財
産
に
対
す
る
運
用
に
日
常
的
に
従
事
し
、

又
は
、
付
随
的
に
せ
よ
、
こ
れ
に
協
力
す
る
そ
の
他
す
べ
て
の
者
が
実
行
し
た
と
き
。

　

第
三
一
四
―
三
条【
特
別
受
託
者
の
背
信
】　

裁
判
所
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
公
署
官
若
し
く
は
裁
判
所
補
助
吏
が
、
職
務
に
当
っ
て
若
し
く

は
職
務
の
機
会
に
あ
っ
て
、
又
は
そ
の
資
格
の
ゆ
え
に
、
背
信
を
行
っ
た
場
合
、
刑
は
一
〇
年
の
拘
禁
刑
及
び
一
〇
〇
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
フ

ラ
ン
の
罰
金
と
す
る
。

　

第
二
節　

質
物
又
は
差
押
物
の
横
領

　

第
三
一
四
―
五
条【
質
物
の
破
壊
・
横
領
】　

①　

債
務
者
、
賃
借
人
又
は
質
物
を
提
供
し
た
第
三
者
が
、
質
物
を
構
成
す
る
物
を
破
壊
又
は
横

領
す
る
行
為
は
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
二
、五
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

　

②　

本
罪
の
未
遂
は
、
既
遂
と
同
一
の
刑
で
罰
す
る
。

　

第
三
一
四
―
六
条【
差
押
物
の
破
壊
・
横
領
】　

①　

差
押
を
受
け
た
者
が
、
債
権
者
の
権
利
の
保
証
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
の
管
理
に
委
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ね
ら
れ
た
差
押
物
を
破
壊
又
は
横
領
す
る
行
為
は
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
二
、五
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

　

②　

本
罪
の
未
遂
は
、
既
遂
と
同
一
の
刑
で
罰
す
る9

。

　

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
旧
一
八
一
〇
年
刑
法
及
び
現
行
一
九
九
二
年
刑
法
に
お
い
て
も
、
背
信
と
の
節
の

下
に
横
領
罪
、
委
託
物
横
領
罪
及
び
業
務
上
横
領
罪
の
構
成
要
件
の
み
を
規
定
し
、
背
任
罪
の
構
成
要
件
の
規
定
は
有
し
て
い
な

い
。

　

桜
木
澄
和
教
授
は
、
背
信
性（A

bus de confiance

）に
つ
い
て
一
七
九
一
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
の
盗
罪
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と

し
て
潜
在
さ
せ
な
が
ら
、「
刑
法
典
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
観
念
形
態
を
拡
延
し
て
、
直
接
間
接
、
被
害
者
に
対
す
る
意

思
強
制
の
モ
メ
ン
ト
に
か
か
わ
ら
し
め
る
盗
罪
を
基
本
類
型
と
し
た
う
え
で
、
人
格
の
不
可
侵
性
を
徴
表
す
る
住
居
に
対
す
る
侵

害
盗
の
比
重
を
異
状
な
ま
で
に
重
か
ら
し
め
、
盗
罪
の
家
産
的
性
格
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。」と
指
摘
す
る10

。

五
．
本
項
で
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
九
章
窃
盗
及
び
横
領（D

iebstahl und U
nterschlagung

）第
二
四
六
条
横
領
罪

（U
nterschlagung

）及
び
第
二
二
章
詐
欺
及
び
背
任
の
罪（Betrug und U

ntreue

）第
二
六
六
条
背
任
罪（U

ntreue

）の
構
成
要

件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
二
六
六
条（
一
八
七
六
年
）

第
二
編
第
一
九
章　

窃
盗
及
び
横
領（
一
八
七
六
年
）

　

第
二
四
六
條　

他
人
ニ
属
ス
ル
動
産
ヲ
占
有
シ
又
ハ
保
管
ス
ル
者
不
正
ニ
之
ヲ
自
己
ノ
所
有
ト
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
横
領
ノ
罪
ト
爲
シ
三
年
以
下

　

ノ
禁
錮
ニ
處
ス
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
物
件
ナ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス

　

減
輕
ス
可
キ
情
狀
ア
ル
ト
キ
ハ
九
百
馬
克
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

本
條
ノ
未
遂
犯
ハ
之
ヲ
罰
ス11
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第
二
二
章「
詐
欺
及
び
背
任
の
罪
」

　

第
二
百
六
十
六
條　

左
ノ
人
々
ハ
信
義
ヲ
背
キ
タ
ル
罪
ト
ナ
シ
禁
獄
ニ
處
シ
仍
ホ
公
權
ヲ
剝
奪
シ
或
ハ
兩
刑
ノ
内
一
ニ
從
ヒ
唯
禁
獄
ニ
處
ス
ル

　
　

ヿ
ヲ
得
可
シ

　
　

第
一　

後
見
人
、
監
察
人
財
產
支
配
人
賍
物
預
人
分
散
管
財
人
遺
言
狀
施
行
人
創
業
支
配
人
創
業
ト
ハ
何
事
ニ
ヨ
ラ
ス
事
ヲ
起
ス
ヿ　
　

ニ
テ
譬
ヘ
ハ
開
寺
開
校
開
商
等
皆
之
ヲ
云
フ

　
　
　

若
シ
自
ラ
委
托
ヲ
受
ケ
看
守
ス
可
キ
人
及
ヒ
其
物
件
ニ
付
故
ラ
ニ
害
ト
ナ
ル
可
キ
事
ヲ
爲
シ
タ
ル
時

　
　

第
二　

人
ヨ
リ
委
狀
ヲ
受
ケ
タ
ル
代
理
人
委
托
シ
タ
ル
人
ノ
權
利
貸
金
銀

等
ヲ
云
及
ヒ
財
產
ヲ
故
ラ
ニ
害
ト
ナ
ル
可
ク
費
用
シ
タ
ル
時

　
　

第
三　

檢
地
官
評
價
人
仲
買
人
官
ヨ
リ
相
塲
會
社
ヘ

附
ケ
タ
ル
仲
買
人

運
漕
司
商
用
世
話
人
之
レ
仲
買
人

ノ
事
ナ
リ

尺
度
官
檢
査
司
之
ハ
金
銀
大
小

貨
幣
改
役
ノ
事
試
檢
司
重
モ
ニ
金
銀 

ニ
関
關
ス
ル
事
船
舶
荷
物
支
配
人
其
餘　

　
　
　

職
業
ニ
付
官
廰
ニ
於
テ
誓
詞
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
若
シ
其
媒
合
ヲ
以
テ
爲
ス
可
キ
事
件
ニ
付
其
委
托
シ
タ
ル
者
ノ
爲
メ
故
ラ
ニ
害
ヲ
爲
シ
タ
ル
時

　
　
　

若
シ
己
レ
ニ
利
ヲ
得
ル
爲
メ
或
ハ
他
人
ニ
利
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ニ
テ
信
義
ニ
背
キ
タ
ル
事
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
禁
獄
ノ
刑
ノ
外
千「
タ

　
　
　

ー
レ
ル
」ニ
至
ル
罰
金
ニ
處
ス
ル
ヿ
ヲ
得
可
シ12

本
条
の
江
家
義
男
博
士
の
訳
文
を
参
考
に
併
記
す
る
。

第
二
百
六
十
六
條　

左
に
掲
ぐ
る
場
合
は
之
を
背
任
の
罪
と
爲
し
經
懲
役
に
處
す
。
仍
ほ
公
權
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
得

一
．
後
見
人
、
財
產
管
理
人
、
係
爭
物
保
管
人
、
保
佐
人
、
破
產
管
財
人
、
遺
言
執
行
人
又
は
寄
附
財
團
管
理
人
、
故
意
に
そ
の
管
理
を
委
託

せ
ら
れ
た
る
人
又
は
物
に
損
害
を
加
ふ
可
き
行
爲
を
爲
し
た
る
と
き

二
．
代
理
人
故
意
に
委
託
者
の
債
權
そ
の
他
の
財
產
部
分
に
付
き
委
託
者
に
損
害
を
興
ふ
可
き
處
分
を
爲
し
た
る
と
き

三
．
土
地
測
量
人
、
競
賣
人
、
仲
立
人
、
貨
物
鑑
定
人
、
勞
務
者
供
給
人
、
秤
量
人
、
測
定
人
、
撰
査
人
、
荷
積
人
、
荷
積
監
査
人
其
の
他
官

廰
の
命
に
依
り
業
務
を
行
ふ
可
き
業
務
あ
る
者
其
の
委
託
せ
ら
れ
た
る
事
務
を
行
ふ
に
當
り
故
意
に
委
託
者
に
損
害
を
加
へ
た
る
と
き

自
己
に
財
產
上
の
利
益
を
得
又
は
他
人
に
之
を
得
せ
し
む
る
爲
め
背
任
の
罪
を
犯
し
た
る
者
は
經
懲
役
に
處
す
る
外
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
を

得13
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江
家
博
士
は
、
ド
イ
ツ
刑
法（
一
八
七
六
年
）二
六
六
条
一
項
一
号
及
び
三
号
は
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
二
四
六
条
の
背

任
罪
規
定
を
起
源
と
し
、
同
条
一
項
二
号
は
一
八
五
五
年
ザ
ク
セ
ン
刑
法
二
八
七
条
二
項
の
横
領
罪
を
起
源
と
す
る14

。

　

大
塲
茂
馬
博
士
は
、
横
領
罪
及
び
背
任
罪
に
関
す
る
最
近
の
立
法
例
と
し
て
一
九
〇
九
年
ド
イ
ツ
刑
法
準
備
案
及
び
同
年
オ
ー

ス
ト
リ
ア
刑
法
準
備
案
を
紹
介
す
る15

。

な
お
、
背
任
罪
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
改
正
論
議
の
な
か
で
各
論
者
よ
り
考
究
さ
れ
て
い
る
。

ダ
ー
ム
は
、
刑
法
改
正
大
委
員
会
で「
背
任
罪
」に
つ
い
て
論
及
す
る16

。

ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
六
条
を
基
に
背
任
罪
の
本
質
を
検
討
の
後
、
外
国
刑
法
に
お
け
る
背
任
罪
規
定
を
検
討
す
る17

。

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
背
任
罪
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
の
系
譜
を
概
観
す
る18

。　

現
行
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
第
二
四
六
条
横
領
罪
及
び
第
二
六
六
条
背
任
罪
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

ド
イ
ツ
刑
法（
一
九
九
八
年
）

第
一
九
章　

窃
盗
及
び
横
領

　

二
四
六
条（
横
領
） 

①　

他
人
の
動
産
を
違
法
に
自
ら
領
得
し
又
は
第
三
者
に
領
得
さ
せ
た
者
は
、
そ
の
犯
行
が
他
の
規
定
に
お
い
て
よ
り
重
い

刑
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。 

　

②　

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
動
産
が
行
為
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
刑
は
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
と
す
る
。

　

③　

本
条
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る19

。

第
二
二
章　

詐
欺
及
び
背
任　

　

二
六
六
条（
背
任
） 

①　

法
律
、
官
庁
の
委
託
若
し
く
は 

法
律
行
為
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
、
他
人
の
財
産
を
処
分
し
若
し
く
は
他
人
に
義
務
を
負

わ
せ
る
権
限
を
濫
用
し
、
又
は
、
法
律
、
官
庁
の
委
託
、
法
律
行
為
若
し
く
は
信
認マ

マ

関
係
に
基
づ
い
て
負
担
す
る
、
他
人
の
財
産
上
の
利
益

を
守
る
義
務
に
違
反
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
財
産
上
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
者
に
不
利
益
を
加
え
た
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
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金
刑
に
処
す
る
。

　

②　

第
二
四
三
条
第
二
項
及
び
第
二
四
七
条
、
第
二
四
八
条
ａ
及
び
第
二
六
三
条
第
三
項
を
準
用
す
る20

。

　

樋
口
亮
介
教
授
は
、
二
四
六
条
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
「
一
九
九
八
年
改
正
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
横
領
罪
は
、
他
人
の
動
産
に
対
す
る
領
得
行
為
全
般
を
処
罰
す
る
極
め
て
簡
素
な
構

成
要
件
と
さ
れ
た
。
処
罰
範
囲
は
、
領
得
の
存
否
、
す
な
わ
ち
、
他
人
の
所
有
物
を
自
己
又
は
第
三
者
の
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な

振
舞
い
に
よ
っ
て
の
み
画
さ
れ
る
た
め
、
窃
盗
罪
に
対
し
て
理
論
的
に
独
自
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。 

（
中
略
） 

明
文

に
よ
っ
て
、他
罪
が
成
立
す
る
場
合
に
は
他
罪
が
優
先
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、横
領
罪
は
受
皿
的
構
成
要
件（A

uffangtatbestand

）

と
さ
れ
て
い
る21

。」

六
．
本
項
で
は
、
韓
国
刑
法
第
四
〇
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
第
三
五
五
条
、
第
三
五
六
条
及
び
第
三
五
七
条
の
各
構
成
要
件
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　

韓
国
に
お
け
る
刑
法
典
は
、
一
九
一
〇
年
八
月
、
日
韓
併
合
に
伴
い
一
九
一
二
年
朝
鮮
刑
事
令（
明
治
四
五
年
朝
鮮
総
督
府
制

令
第
一
一
号
）に
よ
り
日
本
の
刑
法
典
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
た
。
一
九
四
五
年
八
月
、
終
戦
に
よ
り
南
朝
鮮
が
米
軍

管
理
下
に
お
か
れ
、
同
年
一
一
月
二
日
米
軍
政
法
令
第
二
一
号
に
よ
り
従
来
の
日
本
統
治
下
の
諸
法
規
中
、
韓
国
人
の
差
別
待
遇

に
わ
た
る
よ
う
な
法
令
の
規
定
以
外
は
そ
の
ま
ま
有
効
性
を
持
続
す
る
と
さ
れ
、
刑
法
も
従
前
通
り
継
承
さ
れ
た
。

　

一
九
四
七
年
、米
軍
政
庁
法
務
府
内
に
、法
務
部
長
金 

用
茂
を
委
員
長
と
す
る
刑
法
典
編
纂
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、一
九
四
八
年
、

大
韓
民
国
政
府
樹
立
に
伴
い
、
法
典
編
纂
事
業
は
韓
国
政
府
司
法
部
に
引
き
継
が
れ
、
法
典
編
纂
委
員
会
で
論
議
さ
れ
た
。
刑
法

典
は
、
刑
法
典
起
草
委
員
会
で
論
議
さ
れ
た
の
ち
法
典
編
纂
委
員
会
で
の
決
定
を
受
け
国
会
審
議
を
経
て
一
九
五
三
年
九
月
一
八

日
法
律
第
二
九
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
同
年
一
〇
月
三
日
施
行
さ
れ
た
。

　

刑
法
典
編
纂
過
程
で
の
審
議
状
況
に
つ
い
て
、
刑
法
典
起
草
委
員
会
で
第
一
仮
案
・
韓
国
刑
法
要
綱
が
可
決
さ
れ
、
法
律
案
審
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議
委
員
会
で
第
二
仮
案
を
完
成
し
、
法
典
編
纂
委
員
会
で
最
終
決
定
が
さ
れ
た22

。

　

韓
国
刑
法
第
四
〇
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
第
三
五
五
条
第
一
項
は
横
領
罪
を
同
第
二
項
は
背
任
罪
を
第
三
五
六
条
は
業
務
上
横

領
罪
及
び
業
務
上
背
任
罪
を
第
三
五
七
条
は
背
任
収
贈
罪
を
規
定
す
る
。

　

韓
国
刑
法
第
四
〇
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
の
各
構
成
要
件
は
、
わ
が
国
の
改
正
刑
法
假
案
第
四
三
章
横
領
及
背
任
ノ
罪
第

四
四
二
条
、
第
四
四
三
条
及
び
第
四
四
四
条
を
継
受
す
る
も
の
で
あ
る
。

韓
国
刑
法
典（
一
九
五
三
年
）

第
四
〇
章　

横
領
及
び
背
任
の
罪

　
　
（
横
領
、
背
任
）

　

第
三
五
五
条　

他
人
の
財
物
を
保
管
す
る
者
が
そ
の
財
物
を
横
領
し
ま
た
は
そ
の
返
還
を
拒
否
し
た
と
き
は
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
圓
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　

２　

他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
任
務
に
違
背
す
る
行
為
を
も
っ
て
財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
ま
た
は
第
三
者
を
し
て
こ
れ
を
取
得
さ

せ
て
本
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
も
前
項
の
刑
に
お
な
じ
。

　
　
（
業
務
上
の
横
領
お
よ
び
背
任
）

　

第
三
五
六
条　

業
務
上
の
任
務
に
違
背
し
て
前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
は
十
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
万
圓
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
（
背
任
収
贈
財
）　

　

第
三
五
七
条　

他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
任
務
に
関
し
不
正
な
請
託
を
う
け
て
財
物
ま
た
は
財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
た（
と
き
は
そ

の
）者
は
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
五
万
圓
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　

２　

前
項
の
財
物
ま
た
は
利
益
を
供
与
し
た
者
は
二
年
以
下
の
懲
役
又
二
万
五
千
圓
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　

３　

犯
人
が
取
得
し
た
第
一
項
の
財
物
は
没
収
す
る
。
そ
の
財
物
を
没
収
す
る
こ
と（
を
）不
能
に
し
ま
た
は
財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
た
と
き



武蔵野法学第 15 号

30

は
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る23

。　

　

現
行
韓
国
刑
法
第
四
〇
章
第
三
五
五
条
第
一
項
横
領
罪
及
び
同
第
二
項
背
任
罪
、
第
三
五
六
条
業
務
上
横
領
罪
及
び
業
務
上
背

任
罪
及
び
第
三
五
七
条
背
任
収
贈
罪
の
規
定
は
、
一
九
九
五
年
一
二
月
二
九
日
改
正
に
よ
り
罰
金
刑
の
金
額
を
以
下
の
様
に
変
更

す
る
。

韓
国
刑
法
典（
改
正
一
九
九
五
年
一
二
月
二
九
日
）

第
四
〇
章　

横
領
及
び
背
任
の
罪

　

第
三
五
五
条　
（
横
領
、
背
任
）　

他
人
の
財
物
を
保
管
す
る
者
が
、
そ
の
財
物
を
横
領
し
、
又
は
そ
の
返
還
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下

の
懲
役
又
は
一
千
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。（
改
正
一
九
九
五
年
一
二
月
二
九
日
）

　

②　

他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
、そ
の
任
務
に
違
背
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
、又
は
第
三
者
に
こ
れ
を
取
得
さ
せ
、

本
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

　

第
三
五
六
条　
（
業
務
上
の
横
領
及
び
背
任
）　

業
務
上
の
任
務
に
違
背
し
て
第
三
五
五
条
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
一
〇
年
以
下
の
懲
役
又
は
三

千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。（
改
正
一
九
九
五
年
一
二
月
二
九
日
）

　

第
三
五
七
条　
（
背
任
収
贈
財
）　

他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
、
そ
の
任
務
に
関
し
て
不
正
な
請
託
を
受
け
て
、
財
物
又
は
財
産
上
の
利
益

を
取
得
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。（
改
正
一
九
九
五
年
一
二
月
二
九
日
）

　

②　

第
一
項
の
財
物
又
は
利
益
を
供
与
し
た
者
は
、　

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。（
改
正
一
九
九
五
年

一
二
月
二
九
日
）

　

③　

犯
人
が
取
得
し
た
第
一
項
の
財
物
は
、
没
収
す
る
。
そ
の
財
物
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を
取
得
し
た
と
き
は
、

そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
。
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韓
国
一
九
五
三
年
刑
法
第
三
五
五
条
は
、
改
正
刑
法
假
案
第
四
四
二
条
と
同
様
に
一
項
で
横
領
罪
を
二
項
で
背
任
罪
を
規
定
す

る
。
同
法
第
三
五
六
条
は
、
改
正
刑
法
假
案
第
四
四
三
条
と
同
様
に
業
務
上
横
領
罪
と
業
務
上
背
任
罪
を
規
定
す
る
。

　

申 
東
雲
教
授
は
、
韓
国
一
九
五
三
年
刑
法
典
制
定
過
程
で
厳
詳
燮
の
法
制
司
法
委
員
会
草
案
に
つ
い
て
人
道
主
義
と
民
主
主
義

の
観
点
か
ら
修
正
を
加
え
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る24

。
同
草
案
は
、
総
則
部
分
を
初
代
大
法
院
長
金
炳
魯
、
各
則
部
分
を

厳
詳
燮
が
起
草
し
た25

。

　

朴 

智
賢
教
授
は
、
一
九
五
三
年
韓
国
刑
法
典
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
。　

「
そ
れ（
＝（
筆
者
註
）一
九
五
三
年
韓
国
刑
法
典
）は
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
の
内
容
を
相
当
部
分
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
。（
中
略
）　

刑
法
典
が
、
そ
の
大
部
分
が
日
本
刑
法
の
条
文
の
助
詞
と
語
尾
を
ハ
ン
グ
ル
に
置
き
換
え
た
翻
訳
文
で
し

か
な
か
っ
た
た
め
、
初
期
の
刑
法
学
は
日
本
刑
法
と
日
本
語
の
条
文
を
ハ
ン
グ
ル
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ

た26

。」
第
二
節 

わ
が
国
の
学
説

一
．
本
稿
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
わ
が
国
の
刑
法
改
正
事
業
即
ち
立
法
過
程
を
法
制
史
的
視
点
か
ら
四
期
に

分
け
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
期
は
、
律
令
法
系
の
假
刑
律
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
令
か
ら
明
治
一
五
年
刑
法
制
定
に
至
る
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
明

治
一
五
年
刑
法
施
行
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
制
定
に
至
る
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
明
治
四
〇
刑
法
施
行
か
ら
改
正
刑
法
假
案
成

立
に
至
る
期
で
あ
る
。
第
四
期
は
、
改
正
刑
法
假
案
を
ベ
ー
ス
に
開
始
さ
れ
る
改
正
刑
法
準
備
草
案
か
ら
改
正
刑
法
草
案
成
立
に

至
る
期
で
あ
る27

。

　

第
一
期
は
、
明
治
三
年（
一
八
七
〇
年
） 

箕
作
麟
祥『
佛
蘭
西
法
律
書
』刊
行
を
嚆
矢
と
し
、
明
治
八
年
司
法
省
第
二
局
及
び
翌
年



武蔵野法学第 15 号

32

第
六
局
が
中
心
と
な
っ
て
外
国
刑
法
典
の
翻
訳
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
司
法
省
は
、
法
律
顧
問
と
し
て
ブ
ス
ケ
及
び
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
を
招
聘
し
フ
ラ
ン
ス
刑
法
が
紹
介
さ
れ
た28

。

　

第
二
期
は
、
明
治
二
五
年（
一
八
九
二
年
）刑
法
改
正
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
横
田
國
臣
、
三
好
退
蔵
及
び
倉
富
勇
三
郎
等

の
司
法
官
僚
、
古
賀
廉
造
及
び
石
渡
敏
一
検
事
、
亀
山
貞
義
判
事
等
が
委
員
に
任
命
さ
れ
た29

。

　

第
三
期
は
、
明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
年
）四
月
一
九
日
法
律
取
調
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
横
田
國
臣
判
事
、
倉
富
勇
三
郎
及
び

豊
島
直
道
検
事
、
平
沼
騏
一
郎
司
法
省
民
刑
局
長
、
古
賀
廉
造
内
務
省
警
保
局
長
、
勝
本
勘
三
郎
京
都
帝
国
大
学
教
授
の
他
、
村

田 

保
、
三
好
退
蔵
、
富
井
政
章
、
磯
部
四
郎
、
江
木 

衷
、
原 

嘉
道
、
関 

直
彦
、
花
井
卓
蔵
、
松
室 

致
、
石
渡
敏
一
、
鵜
澤
總

明
の
諸
氏
が
委
員
に
、
大
場
茂
馬
及
び
泉
二
新
熊
検
事
が
幹
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る30

。
現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
改
正
の
動
向
は
、

大
正
八
年（
一
九
一
九
年
）七
月
八
日
設
置
さ
れ
た
臨
時
法
制
審
議
会
に
委
ね
ら
れ
、
政
府
は
大
正
一
〇
年（
一
九
二
一
年
）一
〇
月

臨
時
法
制
審
議
会
に
刑
法
改
正
の
要
否
に
つ
い
て
諮
問
第
四
号
を
発
し
た
。
臨
時
法
制
審
議
会
諮
問
四
号（
刑
法
改
正
）主
査
委
員

会
総
裁
及
び
委
員
に
は
、
倉
富
勇
三
郎
、
平
沼
騏
一
郎
、
豊
島
直
道
、
関 

直
彦
、
鵜
澤
總
明
、
林 

頼
三
郎
、
泉
二
新
熊
、
山
岡

萬
之
助
、
岩
村
通
世
等
の
司
法
官
僚
が
主
体
を
な
し
刑
法
学
者
と
し
て
は
牧
野
英
一
及
び
小
野
清
一
郎
が
任
命
さ
れ
た31

。
第
三
期

は
、
泉
二
新
熊
を
中
心
に
作
成
し
た
刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案
が
論
議
の
基
点
で
あ
る
。
同
案
は
、
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員

会
で
討
議
に
付
さ
れ
、
刑
法
改
正
豫
備
草
案
と
し
て
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及
び
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
に
お
い
て
参

考
案
と
さ
れ
た32

。

　

改
正
刑
法
假
案
は
、
昭
和
二
年
六
月
二
日
設
置
さ
れ
た
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及
び
総
会
で
の
論
議
の
成
果
で
あ
る33

。

　

第
四
期
は
、
小
野
清
一
郎
法
務
省
特
別
顧
問
を
中
心
に
刑
法
改
正
事
業
の
展
開
さ
れ
た
期
で
あ
る
。
刑
法
改
正
準
備
会
は
、
法

務
省
刑
事
局
内
に
設
置
さ
れ
改
正
刑
法
假
案
を
踏
襲
し
た「
改
正
刑
法
準
備
草
案（
未
定
稿
）」を
作
成
・
公
表
し
た34

。
第
三
期
ま
で

の
刑
法
改
正
事
業
は
、
司
法
官
僚
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
第
四
期
は
小
野
博
士
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
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特
別
部
会
で
の
論
議
は
改
正
刑
法
假
案
を
ベ
ー
ス
に
展
開
さ
れ
た
。
法
制
審
議
会
は
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
の
作
成
し

た『
改
正
刑
法
草
案
』（
昭
和
四
七
年
三
月
）を
精
査
し
、『
改
正
刑
法
草
案
』（
昭
和
四
九
年
一
二
月
）を
作
成
・
公
表
し
刑
法
改
正
事

業
は
終
了
し
た
。

二
．
現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
は
、
第
三
七
章
詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪
の
も
と
第
二
四
七
条
で
背
任
罪
を
第
三
八
章
横
領
ノ
罪
の
も
と

第
二
五
二
条
で
横
領
罪
を
第
二
五
三
条
で
業
務
上
横
領
罪
を
規
定
す
る
。
山
中
敬
一
教
授
は
、
こ
の
規
定
形
式
は
ド
イ
ツ
刑
法
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て「「
詐
欺
罪
と
背
任
罪
」を
と
も
に
規
定
す
る
の
は
、
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
以
来
の
ド
イ

ツ
刑
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る（
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
章
）。」と
指
摘
す
る35

。

　

戦
前
の
刑
法
改
正
事
業
は
、
泉
二
新
熊
博
士
を
中
心
と
す
る
司
法
官
僚
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
に
展
開
さ
れ
、
横
領
罪
と
背

任
罪
の
同
質
性
に
着
目
し
改
正
刑
法
假
案
第
四
四
二
条
第
一
項
は
横
領
罪
を
同
第
二
項
は
背
任
罪
を
第
四
四
三
条
は
業
務
上
横
領

罪
と
業
務
上
背
任
罪
を
第
四
四
四
条
は
背
任
の
収
賄
罪
を
規
定
す
る
。
牧
野
英
一
博
士
は
、
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及

び
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
に
お
い
て
積
極
的
発
言
を
し
て
い
る
唯
一
の
刑
法
学
者
で
あ
る
。

　

戦
後
の
刑
法
改
正
事
業
は
、
小
野
清
一
郎
法
務
省
特
別
顧
問
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
に
展
開
さ
れ
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
特

別
部
会
に
は
実
務
家
と
共
に
多
く
の
刑
事
法
研
究
者
が
参
加
し
見
解
を
披
瀝
し
て
い
る
。

　

本
項
で
は
、
刑
法
改
正
事
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
見
解
等
を
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

（
一
）　

改
正
刑
法
假
案
の
根
幹
を
形
成
し
た
泉
二
新
熊
博
士
及
び
牧
野
英
一
博
士
の
所
説
を
検
討
す
る
。

　

泉
二
新
熊
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
詐
欺
罪
ハ
他
人
ノ
錯
誤
ヲ
惹
起
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
反
シ
背
任
罪
ト
横
領
罪
ト
ハ
何
レ
モ
然
ラ
ス
シ
テ
特
別
ノ
任
務
ニ
違
背
ス

ル
モ
ノ
ナ
リ
従
テ
背
任
罪
ハ
之
ヲ
横
領
罪
ト
同
一
章
下
ニ
規
定
ス
ル
ヲ
以
テ
一
層
適
切
ナ
リ
ト
ス
」と
指
摘
す
る36

。

　

横
領
罪
に
つ
い
て
は
、「
他
人
ノ
物
ヲ
占
有
ス
ル
者
ハ
占
有
原
因
ノ
本
旨
ニ
従
ヒ
之
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
負
憺
シ
且
此
義
務
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ヲ
正
當
ニ
履
行
ス
可
キ
ノ
信
任
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
當
然
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
此
信
任
ヲ
顧
ミ
ス
シ
テ
其
物
ヲ
横
領
ス

ル
カ
如
キ
ハ
卽
チ
背
任
ノ
行
為
タ
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
故
ニ
横
領
罪
ハ
第
二
百
四
十
七
條
ノ
背
任
罪
ト
其
根
本
ノ
槪
念
ヲ
同
シ
ウ
ス

ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
謂
フ
可
シ
」と
指
摘
す
る37

。

　

泉
二
博
士
の
所
説
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
の
章
の
下
に
規
定
す
る
と
の
見
解
を
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
泉
二
博
士
は
、
横
領
罪
の
沿
革
に
つ
い
て
、「
大
寶
律
旣
ニ
受
寄
財
物
而
　
費
用
者
坐
贓
論
減
一
等
。
詐
二
言
死
失
一
以

詐
欺
取
財
物
論
減
一
等
。ノ
規
定
ア
リ
新
律
綱
領
之
ヲ
承
ケ
舊
刑
法
亦
其
趣
旨
ヲ
繼
受
シ
タ
リ
現
行
法
ノ
規
定
亦
其
精
神
ニ
於
テ

異
ル
所
ナ
シ
ト
雖
モ
内
容
ハ
著
シ
ク
擴
張
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
」と
論
ず
る38

。

　

牧
野
英
一
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
背
任
罪
ノ
規
定
カ
詐
欺
及
恐
喝
ノ
罪
ノ
章
下
ニ
規
定
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
、
恐
ラ
ク
ハ
妥
當
ヲ
缺
ク
。
犯
罪
ノ
性
質
ヨ
リ
論
ス

レ
ハ
、
横
領
罪
ニ
類
似
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
只
其
ノ
客
體
ヲ
異
ニ
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。」と
論
ず
る39

。

　

更
に
、「
わ
た
く
し
は
、
横
領
罪
を
も
っ
て
、
背
任
罪
の
特
別
な
形
態
に
在
る
も
の
と
見
る
よ
り
も
、
横
領
罪
に
關
す
る
第

二
百
五
十
二
條
と
背
任
罪
に
關
す
る
第
二
百
四
十
七
條
と
を
、
詐
欺
罪
に
關
す
る
第
二
百
四
十
六
條
の
第
一
項
と
第
二
項
の
關
係

の
如
き
だ
と
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
横
領
罪
は
財
物
に
關
し
て
信
任
の
濫
用
を
敢
え
て
し
た
場
合
で
あ
り
、
背
任
罪
は

財
物
以
外
の
法
益
に
關
し
て
同
様
の
行
爲
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。」と
指
摘
す
る40

。

　

牧
野
博
士
の
所
説
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
同
質
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
両
罪
の
差
異
は
信
任
濫
用
の
客
体
を
財
物
と
す
る

か
そ
れ
以
外
の
法
益
と
す
る
か
に
あ
る
と
す
る
。

（
二
）　

戦
後
の
刑
法
改
正
事
業
を
牽
引
し
た
小
野
清
一
郎
博
士
及
び
団
藤
重
光
博
士
の
所
説
を
検
討
す
る
。

　

小
野
清
一
郎
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
横
領
罪
と
背
任
罪
と
は
、
他
人
の
財
物
又
は
財
産
を
管
理
す
る
者
が
、
そ
の
任
務
に
背
い
て
そ
の
財
物
を
領
得
し
又
は
財
産
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上
不
法
の
利
益
を
得
る
と
い
ふ
點
で
同
一
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
財
物
を
領
得
す
る
場
合
が
横
領
で
、
財
産
上
不
法
の

利
益
を
得
る
場
合
が
背
任
で
あ
る
。
但
し
、
背
任
の
罪
は
、
後
に
述
べ
る
や
う
に
、
財
産
上
不
法
の
利
得
を
す
る
こ
と
な
く
、
單

に
本
人
に
損
害
を
加
へ
る
だ
け
で
も
成
り
立
つ
と
い
う
點
で
、
横
領
罪
又
は
詐
欺
、
恐
喝
等
の
罪
と
も
異
な
っ
て
ゐ
る
。
い
づ
れ

に
し
て
も
、
法
典
が
背
任
罪
を
詐
欺
罪
の
章
に
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
體
系
的
に
誤
っ
て
ゐ
る
。
背
任
罪
は
、
欺
罔
を
そ
の
要
素
と

し
な
い
の
で
あ
る
。」と
指
摘
す
る41

。

　
「
背
任
罪
は
大
體
に
お
い
て
横
領
罪
と
そ
の
性
質
を
同
じ
く
し
、
一
は
個
々
の
財
物
に
關
す
る
場
合
、
他
は
財
産
一
般
に
關
す

る
場
合
で
あ
る
。
横
領
も
一
種
の
背
任
で
も
あ
る
と
い
へ
る
が
、
横
領
罪
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
背
任
罪
の
規
定
を
適
用
す
る

必
要
は
な
い（
法
條
競
合
）。
な
ほ
、
背
任
罪
に
つ
き
そ
の
未
遂
を
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が（
刑
二
五
〇
條
）、
こ
れ
は
、
背

任
罪
が
誤
っ
て
詐
欺
罪
の
章
に
規
定
さ
れ
た
結
果
さ
う
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
私
は
背
任
罪
の
未
遂
は
こ
れ
を
罰
し
な
い
も
の
と
解

す
る
。
実
務
上
も
背
任
未
遂
等
の
處
分
を
見
た
こ
と
が
な
い
」と
指
摘
す
る42

。

　

小
野
博
士
は
、
改
正
刑
法
假
案
を
批
判
的
に
継
受
し
、
現
行
法
の
編
纂
と
は
異
な
る
視
点
で
横
領
及
び
背
任
の
罪
を
同
一
の
節

で
理
解
さ
れ
る
。

　

団
藤
重
光
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
横
領
罪
も
背
任
罪
も
、
と
も
に
他
人
の
信
頼
に
そ
む
い
て
財
産
的
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
共
通
性
を
有
す
る
。
両

者
の
差
異
は
、
前
者
が
個
々
の
財
物
に
対
す
る
の
に
反
し
、
後
者
は
全
体
財
産
に
対
す
る
点
に
あ
る
。
現
行
法
は
背
任
罪
を
詐
欺
・

恐
喝
の
章
に
規
定
し
て
い
る
が
、
仮
案（
四
四
二
条
以
下
）・
準
備
草
案
草
案（
三
六
〇
条
以
下
）・
草
案（
三
五
〇
条
以
下
）は
、
い

ず
れ
も
横
領
罪
・
背
任
罪
を
あ
わ
せ
て
一
章
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
あ
た
ら
し
い
草
案
に
も
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
、
わ
が
国
に
お
け
る
独
自
の
発
展
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
お
も
う
。」と
指
摘
す
る43

。

　

団
藤
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
の
章
の
下
に
規
定
す
る
改
正
刑
法
假
案
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
及
び
改
正
刑
法
草
案
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の
規
定
形
式
を
肯
定
す
る
。

三
．
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
の
章
に
規
定
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

佐
瀬
昌
三
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
然
る
に
背
任
罪
と
委
託
物
横
領
罪
と
は
、
共
に
委
託
者
の
信
任
關
係
を
侵
害
す
る
も
の
な
る
點
に
於
て
所
謂
背
任
的
犯
罪
と

し
て
そ
の
本
質
は
同
一
で
あ
る（
註
一
）。
唯
そ
の
侵
害
行
為
の
対
象
た
る
客
体
の
點
に
於
て
異
り
、
即
ち
横
領
罪
は
財
物
に
対
し
、

背
任
罪
は
原
則
と
し
て
財
物
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
対
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
横
領
罪
と
背
任
罪
と
は
、
詐
欺
罪
に
お
け
る

一
項
詐
欺
と
二
項
詐
欺
に
対
応
し
、
一
項
横
領
と
二
項
横
領
と
に
統
一
的
に
規
定
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。」と
指
摘
す
る44

。 　
　
　

　

佐
瀬
教
授
は
、
更
に「
故
に
佛
刑
法
第
四
六
八
條
が
、
背
任
罪
の
章
下
に
委
託
物
横
領
を
規
定
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
が
、
我

現
行
刑
法
が
背
任
罪
を
横
領
罪
の
章
下
か
ら
分
離
し
、
詐
欺
罪
の
章
下
に
規
定
し
た
こ
と
は
罪
質
上
全
く
不
合
理
で
あ
る
。」と
指

摘
す
る45

。

　

小
泉
英
一
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
背
任
罪U

ntreue

は
財
産
に
対
す
る
罪
で
は
あ
る
が
、
信
任
に
違
背
す
る
罪
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
寧
ろ
横
領
罪
と
同
種

の
犯
罪
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
背
任
罪
と
横
領
罪
と
は
等
し
く
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
が
そ
の
信
任
に
背
く
行
為
で
あ
っ
て
、

広
い
意
義
に
於
て
は
両
者
共
に
背
任
罪
で
あ
る
。
故
に
こ
の
両
者
寧
ろ
同
じ
章
に
置
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
然
る
に
法
典

は
之
を
詐
欺
・
恐
喝
と
同
一
の
章
下
に
規
定
し
て
居
る
の
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
背
任
罪
に
は
欺
罔
も
恐
喝
も
な
い
の
で
あ
る
。」

と
指
摘
す
る46

。
小
泉
教
授
は
、
更
に
、「
横
領
罪U

nterschlagung
、em

bezzlem
ent

は
背
任
罪
と
共
に
そ
の
信
任
に
背
く
の

罪
で
あ
る
。
理
論
上
広
義
に
お
け
る
背
任
罪
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
刑
法
が
こ
の
二
者
を
別
章
に
規
定
し
た
る
は
妥
当
と
は

い
え
な
い
。」と
批
判
す
る47

。

　

下
村
康
正
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
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「
現
行
法
第
二
四
七
条
の
背
任
罪
の
規
定
が
、
詐
欺
お
よ
び
恐
喝
の
罪
か
ら
外
さ
れ
、
次
章
の
横
領
罪
の
と
こ
ろ
へ
移
さ
れ
た
。

当
然
で
あ
る
。
背
任
罪
の
本
質
は
、
横
領
罪
と
同
様
、
人
の
信
任
に
違
背
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
産
上
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
点

に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
考
察
す
る
限
り
、
そ
れ
は
、
詐
欺
罪
・
恐
喝
罪
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何

故
な
ら
、
詐
欺
罪
・
恐
喝
罪
は
相
手
方
の
瑕
疵
あ
る
意
思
に
よ
り
財
物
等
を
交
付
さ
せ
る
点
に
そ
の
特
色
を
有
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。」と
指
摘
す
る48

。

　

柏
木
千
秋
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。　

　
「
横
領
お
よ
び
背
任
の
罪（
第
三
八
章
二
五
二
―
二
五
五
お
よ
び
二
四
七
）は
、
単
純
横
領
罪（
二
五
二
）、
業
務
上
横
領
罪

（
二
五
三
）、
占
有
離
脱
物
横
領
罪（
二
五
四
）お
よ
び
背
任
罪（
二
四
七
）を
含
む
。
背
任
罪
は
、
次
に
述
べ
る
と
お
り
、
横
領
罪
と

深
い
関
係
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
詐
欺
お
よ
び
恐
喝
の
罪（
第
三
七
章
）の
中
に
お
い
て
い
る
の
は
体
系
的
に
誤
り
で
あ
る
。」と
批

判
す
る49

。 

　

大
塚 

仁
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。 

　
「
委
託
物
横
領
罪
は
、
そ
の
行
為
が
、
財
物
の
委
託
に
基
づ
く
委
託
者
・
受
託
者
間
の
信
任
関
係
を
破
っ
て
行
わ
れ
る
犯
罪
で
あ

る
点
で
、
背
任
罪（
二
四
七
条
）と
共
通
し
た
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
背
任
罪
と
委
託
物
横
領
罪
と
を
、
ま
っ
た
く
切
り
離

し
た
形
式
で
規
定
し
て
い
る
現
行
刑
法
典
の
態
度
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。」と
批
判
す
る50

。
大
塚
教
授
は
、「
学
問
上
は
、
こ
れ

ら
の
罪
は
併
烈
的
に
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
し
、
わ
が
国
の
近
年
の
刑
法
草
案
も
、
こ
れ
ら
を
同
一
章
下
に
ま
と
め
て
規

定
し
よ
う
と
し
て
い
る（
仮
案
四
四
二
条
以
下
、
草
案
三
五
〇
条
以
下
、
準
備
草
案
三
六
〇
条
以
下51

）」と
し
、「
刑
法
は
、
背
任
の

罪
を「
詐
欺
及
び
恐
喝
の
罪
」（
二
編
三
七
章
）の
章
下
に
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
恐
ら
く
詐
欺
罪
と
背
任
罪
と
を
同
一
章（
二

編
二
二
章
）中
に
お
い
て
い
た
ド
イ
ツ
刑
法
典（
二
六
六
条
）か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
背
任
の
罪
は
、
詐

欺
の
罪
及
び
恐
喝
の
罪
と
違
っ
て
、
相
手
方
の
瑕
疵
の
あ
る
財
産
的
処
分
行
為
を
要
素
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
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罪
と
ま
と
め
て
取
り
扱
う
こ
と
は
体
系
論
的
に
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
信
任
関
係
を
破
っ
て
財
産
的
損
害
を
与
え
る
罪
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
委
託
物
横
領
罪
と
併
せ
て
規
定
す
る
方
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
。」と
指
摘
す
る52

。
但
し
、
大
塚
教
授
は
、
改
正
刑
法

假
案
第
四
四
二
条
の
よ
う
に
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
条
文
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
に
付
い
て
は「
横
領
罪
と
背
任
罪
と
は
、
信

頼
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
性
を
有
し
つ
つ
も
、
同
時
に
異
な
っ
た
犯
罪
と
し
て
観
念
さ
れ

る
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
強
い
て
同
一
条
文
中
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程
、
条
文
数
を
節
約
す
べ
き

必
要
性
は
毫
も
存
在
し
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。」と
批
判
す
る53

。

　

大
塚
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
章
に
規
定
す
る
見
解
を
通
説
的
見
解
と
す
る54

。　

　

大
谷 

実
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会『
改
正
刑
法
草
案
』（
昭
和
四
七
年
）第

三
九
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
本
章
の
改
正
上
問
題
と
な
る
べ
き
点
と
し
て
は
、
三
つ
ぐ
ら
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
第
一
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
背
任
罪
を
現
行
法
は「
詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪
」の
章
に
規
定
し
て
い
た
の
に
、
部
会
草
案
は
、
横
領
罪
と
併
せ
て「
横
領
及
び

背
任
の
罪
」と
し
て
統
合
し
、
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
横
領
罪
も
背
任
罪
も
、
と
も
に
他
人
の
信
頼
関
係
を
前
提
と
し
、
そ

の
信
頼
に
背
い
て
財
産
的
に
損
害
を
加
え
る
点
で
共
通
す
る
か
ら
、
こ
の
分
け
方
は
、
犯
罪
類
型
ま
た
は
、
刑
事
学
的
類
型
か
ら

見
て
も
合
理
的
で
あ
ろ
う
。」と
評
価
す
る55

。

四
．
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
の
章
に
規
定
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

木
村
静
子
教
授
は
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
に
お
い
て
横
領
罪
と
背
任
罪
を
一
括
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
対
し「
背
任
罪
の
規
定

を
改
め
る
こ
と
な
し
に
横
領
罪
と
一
括
し
た
こ
と
は
、
両
罪
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
両
罪
を
ど
こ
で
区
別
す
る
か
、
背
任

罪
の
特
質
は
何
か
、
と
い
う
従
来
最
も
問
題
と
さ
れ
た
点
を
そ
の
ま
ま
残
す
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
一
そ
う
難
し
く
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
背
任
罪
は
、
そ
の
独
自
性
が
注マ

マ

文
上
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
横
領
罪
の
一
類
型
ま
た
は
横
領
罪
の
補
充
的
規
定
に
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な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
行
法
の
規
定
は
背
任
罪
の
実
体
を
つ
か
む
に
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
右
の

問
題
が
生
じ
て
い
た
の
に
、
規
定
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
横
領
罪
と
一
括
す
る
の
で
は
、
問
題
を
別
の
方
向
に
そ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
両
罪
の
本
質
的
区
別
へ
の
こ
れ
ま
で
の
努
力
は
む
な
し
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」と
批
判
す
る56

。

　

内
田
文
昭
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
の
章
の
下
に
お
く
法
制
審
議
会『
改
正
刑
法
草
案
』（
昭
和
四
九
年
）に
疑
問
を
呈

す
る
。

　
「
横
領
罪
は
、
む
し
ろ
窃
盗
罪
と
の
共
通
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
所
有
権
侵
害
の
ほ
か
に
占
有
侵
害
を
伴

う
こ
と
を
通
常
と
す
る「
窃
盗
罪
」に
対
し
て
、
純
粋
に
所
有
権
侵
害
の
み
を
内
容
と
す
る「
横
領
罪
」が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

と
し
た
う
え
で
、「
昭
和
四
九
年
改
正
刑
法
草
案
が
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
章
下
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
点
に
も
疑
問
が
あ

る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」と
指
摘
す
る57

。

結
語

一
．
本
稿
は
、
明
治
初
期
の
假
刑
律
に
端
を
発
し
新
律
綱
領
及
び
改
定
律
例
等
の
東
洋
法
系
刑
法
と
は
異
な
る
大
陸
法
系
を
も
参

考
と
し
た
明
治
一
五
年
刑
法
及
び
現
行
明
治
四
〇
年
刑
法
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
刑
法
改
正
事
業
に
お
け
る
横
領
罪
と
背
任
罪
の

連
関
性
に
つ
い
て
改
正
刑
法
假
案
に
至
る
立
法
過
程
及
び
戦
後
の
刑
法
改
正
事
業
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
別
冊 
刑
法
編
集
日
誌 

日
本
帝
国
刑
法
草
案
』、『
日
本
刑
法
草
案
筆
記 

第

Ⅳ
分
冊
』、『
旧
刑
法〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
―
Ⅰ（
日
本
立
法
資
料
全
集
三
六
―
Ⅰ
）』、『
刑
法〔
明
治
四
〇
年
〕（
１
）
―
Ⅲ（
日
本
立
法

資
料
全
集
二
〇
―
三
）』、『
刑
法〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
一
）』等
及
び『
刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案（
各

則
）』、『
刑
法
改
正
原
案
準
備
案
』、『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
』、『

刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
条
項（
刑
法
各
則
編
第

二
次
整
理
案
）』及
び『
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
五
小
委
員
会
議
事
要
録
』等
立
法
審
議
過
程
を
記
録
す
る
第
一
次
資
料
に



武蔵野法学第 15 号

40

基
づ
い
て
考
察
し
た
。

　

引
用
資
料
評
価
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
』は
、
審
議
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
数
少
な
い
資
料
で
あ
る
が
、
議
論
の
白
熱
し
た
部
分
に

つ
い
て
は「
懇
談
」と
の
記
述
で
結
論
の
み
提
示
さ
れ
争
点
そ
の
も
の
の
論
議
の
経
緯
が
不
分
明
で
あ
る58

。

　

法
務
省『
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
第
五
小
委
員
会
議
事
要
録（
一
）』（
昭
和
三
九
年
九
月
）及
び
法
務
省『
法
制
審
議
会
刑

事
法
特
別
部
会
第
五
小
委
員
会
議
事
要
録（
六
）』（
昭
和
四
四
年
九
月
）等
は
、
メ
モ
程
度
の
単
な
る
議
事
要
録
で
論
議
の
経
緯
を

知
り
得
な
い
も
の
で
あ
る59

。

　

内
藤 

謙
教
授
は
、
刑
法
改
正
準
備
会
の
審
議
及
び
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
・
総
会
の
審
議
に
つ
い
て「
議
事
速
記
録
は

「
部
外
秘
」と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
委
員
そ
の
他
の
関
係
者
の
誰
が
ど
の
よ
う
な
提
案
を
し
、
発
言
を
し
、
票
決
し
た
か
と

い
う
審
議
過
程
は
、
い
っ
さ
い
部
外
に
は
発
表
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。」と
指
摘
す
る
。
内
藤
教
授
は
、
西
ド
イ
ツ
の
刑
法

改
正
事
業
に
お
け
る「
刑
法
大
委
員
会
」（Grosse Strafrechtskom

m
ission

）の
議
事
録
と
比
し
、
わ
が
国
の
議
事
速
記
録
非
公

開
を
秘
密
主
義
と
批
判
す
る60

。

　

資
料
評
価
と
し
て
、
瀧
川
幸
辰
博
士
は
、
刑
法
改
正
豫
備
草
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、「
さ
き
に
一
度『
刑
法
改
正
豫
備
草
案
』

の
発
表
が
あ
り
、
裁
判
所
、
弁
護
士
会
等
の
意
見
を
徴
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
併
し
私
の
記
憶
で
は
、
当
局
は
こ
の
草
案
を
公

表
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。 

（
中
略
） 

私
は
刑
法
改
正
と
い
う
大
事
業
が
草
案
を
公
表
し
た
で
も
な
し
、
全
然
隠
し
て
居
る
の

で
も
な
い
と
い
う
有
耶
無
耶
裡
に
お
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
、
不
審
に
思
う
た
の
で
あ
っ
た
」と
批
判
す
る61

。

　

な
お
、
本
稿
で
は
参
照
し
な
か
っ
た
が
、『
刑
法　

び
に
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』（
法
務
大
臣
官
房
調
査
課『
法

務
資
料 

別
冊
二
三
号
』（
昭
和
三
二
年
）は
、
議
事
速
記
録
故
に
審
議
状
況
を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
法
律
改
正
の
立
法
経
緯
を
記

録
す
る
た
め
の
資
料
の
在
り
方
を
示
唆
す
る
。　
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刑
法
改
正
事
業
は
、
そ
の
果
実
と
し
て『

刑
法
竝

監
獄
法
改
正
調
査
委
員
會
総
會
決
議
及
留
保
條
項（

刑
法
総
則
及
各
則

未　
　

定　
　

稿
）』所
謂『
改
正
刑
法
假
案（
昭

和
一
五
年
）』、『
改
正
刑
法
準
備
草
案（
昭
和
三
六
年
）』及
び『
改
正
刑
法
草
案（
昭
和
四
九
年
）』を
齎
し
た
。

　

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
は
、
従
前
、
改
正
刑
法
假
案
第
四
三
章
横
領
及
背
任
ノ
罪
に
つ
い
て
は
第
四
四
二
条
第
一
項
で
横

領
罪
を
第
二
項
で
背
任
罪
を
、
第
四
四
三
条
は
業
務
上
横
領
罪
及
び
業
務
上
背
任
罪
を
、
第
四
四
四
条
は
背
任
の
収
賄
罪
を
規
定

す
る
と
の
規
定
様
式
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
如
何
な
る
経
緯
か
ら
そ
の
様
に
規
定
さ
れ
た
か
の
考
察
が
な
さ
れ
る

こ
と
は
稀
少
で
あ
っ
た
。

　

改
正
刑
法
假
案
は
、
そ
の
成
立
に
至
る
時
代
背
景
及
び
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る62

。
然
し
な
が
ら
、

昭
和
二
年
以
降
昭
和
一
五
年
ま
で
精
力
を
傾
注
し
た
改
正
論
議
の
結
実
で
あ
る
改
正
刑
法
假
案
に
は
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る63

。
取
分
け
、
本
稿
で
考
察
し
た
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
は
、
傾
聴
す
べ
き
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

二
．
刑
法
解
釈
学
の
視
点
か
ら
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
を
考
察
す
る
に
は
、
両
罪
の
本
質
及
び
判
例
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検

討
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

背
任
罪
の
本
質
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
背
信
説（T

reubruchstheorie

）が
支
配
的
見
解
で
あ
り
、
権
限
濫
用
説

（M
issbrauchstheorie

）が
少
数
説
で
あ
っ
た
。

　

刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案
第
三
四
三
条
は
、「
他
人
ノ
為
其
ノ
財
産
ヲ
處
理
ス
ル
権
限
ア
ル
者
其
ノ
権
限
ヲ
濫
用
シ
」と
規
定

し
、
刑
法
改
正
豫
備
草
案
第
三
四
七
条
も
同
一
の
文
言
を
規
定
し
、
権
限
濫
用
説
を
採
用
す
る
。
改
正
刑
法
假
案
第
四
四
二
条
二

項
は
、「
他
人
ノ
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
者
自
己
又
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
図
リ
テ
其
ノ
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
」と
規
定
し
、
背

信
説
を
採
用
す
る64

。

　

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
は
、
両
罪
共
に「
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
他
人
の
財
物
を
恣
に
自
己
の
財
物
と
す
る
」点
で
共
通
で

あ
る
。
但
し
、
自
己
の
支
配
下
に
つ
い
て
は
、
横
領
罪
は「
事
実
上
の
」支
配
下
で
あ
り
、
背
任
罪
は「
信
任
関
係
の
下
の
」支
配
下
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で
あ
る
点
で
異
に
す
る
。

　

両
罪
の
共
通
項
で
あ
る「
自
己
の
支
配
下
に
あ
る
他
人
の
財
物
を
恣
に
自
己
の
財
物
と
す
る
」こ
と
は
、
第
三
七
章
の
交
付
罪
で

あ
る
詐
欺
罪
及
び
恐
喝
罪
と
は
決
定
的
に
相
異
す
る
。

　

本
稿
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
視
点
を
置
い
た
研
究
で
あ
り
、
刑
法
解
釈
学
的
研
究
の
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

横
領
罪
及
び
背
任
罪
の
本
質
及
び
判
例
に
つ
い
て
の
詳
細
な
刑
法
解
釈
学
的
考
察
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

三
．
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
刑
法
改
正
事
業
の
果
実
を
検
討
す
る
。

　

改
正
刑
法
假
案
は
、
第
四
三
章
横
領
及
背
任
ノ
罪
の
も
と
第
四
四
二
条
第
一
項
で
横
領
罪
を
第
二
項
で
背
任
罪
を
第
四
四
三
条

で
業
務
上
横
領
罪
及
び
業
務
上
背
任
罪
を
規
定
す
る
。

　

改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
第
四
〇
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
の
も
と
第
三
六
〇
条
で
横
領
罪
を
第
三
六
一
条
で
業
務
上
横
領
罪
を
第

三
六
二
条
で
背
任
罪
を
第
三
六
三
条
で
業
務
上
背
任
罪
を
規
定
す
る
。

　

法
制
審
議
会
改
正
刑
法
草
案
は
、
改
正
刑
法
準
備
草
案
を
踏
襲
し
第
三
九
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
の
も
と
第
三
五
〇
条
で
横
領

罪
を
第
三
五
一
条
で
業
務
上
横
領
罪
を
第
三
五
二
条
で
背
任
罪
を
第
三
五
三
条
で
業
務
上
背
任
罪
を
規
定
す
る
。

　

横
領
罪
と
背
任
罪
の
規
定
形
式
は
、
両
罪
の
任
務
違
背
と
の
共
通
性
に
鑑
み
同
一
の
章
の
下
に
、
ま
た
両
罪
の
独
立
性
を
鑑
み

別
条
に
規
定
す
る
改
正
刑
法
草
案
を
正
当
と
評
価
す
る
。

　

改
正
刑
法
假
案
は
、
現
行
刑
法
の
横
領
罪
と
背
任
罪
を
別
異
の
章
に
規
定
す
る
の
を
改
め
同
一
の
章
の
下
に
規
定
す
る
と
の
見

解
を
採
用
し
、
法
制
審
議
会
改
正
刑
法
草
案
に
結
実
さ
せ
た
始
点
と
し
て
評
価
さ
れ
る65

。
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註
 

1
 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7 　

津
山
洋
学
資
料
館『
箕
作
麟
祥
と『
仏
蘭
西
法
律
書
』』参
照（w

w
w
.tsuyam

a-yougaku.jp/V
ol49.htm

l

）。
二
〇
二
一
年
五
月
二
日
閲
覧
。

　
『
各
国
刑
法
類
纂
』
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
、
霞 

信
彦
『
明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
研
究
』、
慶
應
通
信
、
平
成
二
年
、
一
四
頁
、
一
八
頁

註
（
四
）
及
び
三
〇
頁
註
（
五
六
）
参
照
。『
各
国
刑
法
類
纂
』
記
載
の
項
目
に
つ
い
て
外
国
刑
法
典
を
紹
介
す
る
一
例
と
し
て
姦
通
罪
に
つ

い
て
、
拙
稿
「
姦
通
罪
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察
（
一
）
―
「
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
条
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）」
の
成

立
か
ら
「
改
正
刑
法
假
案
」
の
成
立
に
至
る
経
緯
―
」、
法
学
新
報
一
〇
六
巻
五
・
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
六
頁
以
下
参
照
（
拙
著
『
改
正

刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
三
頁
以
下
参
照
）。

　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
刑
法
草
案
註
釈 

上
巻
』、
宗
文
館
、
明
治
一
九
年
、
自
叙
七
頁
参
照
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
一
八
七
三
年
来
日
し
、

一
八
七
七
年
築
地
教
会
にGustave Boissonade, H

enriette Boissonade

夫
妻
の
名
で
フ
ラ
ン
ス
か
ら
運
ば
れ
た
鐘
（A

delaide 

Joséphine Bell

）
を
寄
贈
し
た
。
ア
ド
レ
ー
ド
・
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ヌ
の
鐘
は
、
一
九
二
〇
年
関
口
教
会
に
移
さ
れ
現
在
東
京
カ
テ
ド
ラ
ル
の

庭
の
吊
台
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
日
本
帝
国
刑
法
草
案
」
か
ら
明
治
一
五
年
刑
法
制
定
に
至
る
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関

性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察
―
改
正
刑
法
假
案
の
視
座
―
（
二
）」、
武
蔵
野
法
学
第
一
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

　

明
治
四
〇
年
刑
法
に
至
る
各
草
案
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
、
前
掲
註
４ 

拙
稿
「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一

考
察
―
改
正
刑
法
假
案
の
視
座
―
（
二
）」、
武
蔵
野
法
学
第
一
二
号
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

　

江
家
義
男
博
士
は
、
明
治
四
〇
年
刑
法
の
背
任
罪
の
端
緒
と
な
っ
た
明
治
三
四
年
改
正
案
に
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
刑
法
を
参
考
に
し

て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
推
測
さ
れ
る
。
江
家
義
男
「
背
任
罪
の
研
究
」、
早
稲
田
法
学
二
一
巻
（
一
九
四
二
年
）
二
頁
参
照
（『
江
家

義
男
教
授
刑
事
法
論
文
集
』、
一
九
五
九
年
、
八
五
頁
参
照
）。
大
塚 
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
） 

第
三
版
』、
有
斐
閣
、
平
成
八
年
、
三
一
五
頁

参
照
。

　

条
文
訳
文
は
、
箕
作
麟
祥
『
佛
蘭
西
法
律
書
』、
大
學
南
校
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
庚
午
晩
夏
参
照
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787862
コ
マ
番
号6-7/55

）。
二
〇
二
一
年
五
月
二
日
閲
覧
。
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8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15 　

条
文
訳
文
は
、明
治
一
五
年
刑
法
編
纂
及
び
そ
の
後
の
草
案
編
纂
時
に
参
照
さ
れ
た
諸
外
国
の
刑
法
典
を
紹
介
し
た『
各
国
刑
法
類
纂 

下
巻
』

よ
り
引
用
す
る
。『
各
国
刑
法
類
纂 

下
巻
』、
司
法
省
、
明
治
一
三
年
、
七
三
七
頁
以
下
参
照
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
２
拙
稿
「
姦
通

罪
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察
（
一
）
―
「
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
条
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）」
の
成
立
か
ら
「
改
正
刑
法

假
案
」
の
成
立
に
至
る
経
緯
―
」、
法
学
新
報
一
〇
六
巻
五
・
六
号
一
一
六
頁
以
下
及
び
一
四
八
頁
註
（
21
）
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑

法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
一
四
三
頁
以
下
及
び
一
七
四
頁
註
（
二
二
）
参
照
）。
な
お
、
本
書
は
、
現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
能
で
あ
る（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/793522

コ
マ
番
号372-373/868

）。二
〇
二
一
年
五
月
二
日
閲
覧
。

　

条
文
訳
文
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
（
改
訂
版
）』、
法
務
資
料
第
四
五
二
号
（
一
九
九
六
年
）
一
一
五
頁

以
下
参
照
。

　

桜
木
澄
和
「
初
期
市
民
刑
法
に
お
け
る
自
由
と
人
権
の
諸
規
定
―
一
七
九
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
の
構
造
と
論
理
―
」、
高
柳
信
一
・
藤
田 

勇
編
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開 

一
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
二
八
九
頁
参
照
。

　

花
井
卓
蔵
・
寺
田
四
郎
『
刑
法
綜
攬 
全
』、
宇
都
宮
出
版
部
、
大
正
二
年
、
正
條
第
二
五
二
條
参
照
。
本
書
は
、
現
行
法
、
判
決
例
及
び
外

国
法
を
三
段
に
分
け
て
解
説
す
る
。

　

条
文
訳
文
は
、
前
掲
註
８
『
各
国
刑
法
類
纂 
下
巻
』、
六
二
五
頁
以
下
参
照
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/793522

コ
マ
番
号

317-318/868

）。
二
〇
二
一
年
五
月
二
日
閲
覧
。

　

条
文
訳
文
は
、
前
掲
註
６
江
家
義
男
「
背
任
罪
の
研
究
」、
早
稲
田
法
学
二
一
巻
一
五
頁
以
下
参
照
（『
江
家
義
男
教
授
刑
事
法
論
文
集
』、

一
九
五
九
年
、
九
六
頁
以
下
参
照
）。
江
家
博
士
は
、
背
任
罪
の
比
較
法
制
史
的
考
察
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
、
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
イ

ギ
リ
ス
法
、
日
本
法
及
び
そ
の
他
の
諸
国
の
法
律
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
江
家
義
男
「
背
任
罪
の
研
究
」、
早
稲
田
法
学
二
一
巻
四
頁
以
下

参
照
（『
江
家
義
男
教
授
刑
事
法
論
文
集
』、
八
六
頁
以
下
参
照
）。

　

前
掲
註
６
江
家
義
男
「
背
任
罪
の
研
究
」
早
稲
田
法
学
二
一
巻
一
六
頁
（『
江
家
義
男
教
授
刑
事
法
論
文
集
』、
九
七
頁
参
照
）。
同
旨
、
上

嶌
一
高
『
背
任
罪
理
解
の
再
構
成
』、
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
、
一
二
頁
以
下
参
照
。

　

大
塲
茂
馬
『
刑
法
各
論 

上
巻
』、
中
央
大
学
、
明
治
四
二
年
、
大
正
元
年
増
訂
五
版
、
六
八
七
頁
以
及
び
七
四
三
頁
以
下
参
照
。
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16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27 　

ダ
ー
ム
「
背
信
罪
」、
司
法
省
調
査
部
『
將
來
の
獨
逸
刑
法
（
各
則
） 

下
―
刑
法
委
員
會
事
業
報
告
―
』、
司
法
資
料
第
二
三
八
号
（
昭
和

一
三
年
）
二
三
一
頁
以
下
参
照
。
本
書
はD

ie kom
m
ende deutshe Strafrecht

（Besonderer T
eil

） -Bericht über die A
rbeit der 

am
tlichen Strafrechtskom

m
ission. 1936.

の
翻
訳
で
あ
る
。

　
F.W

.

ク
ラ
ウ
ゼ
「
背
任
罪
（D

ie U
ntreue

）」、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
資
料 

第
二
巻
Ⅱ
（
下
）
―

比
較
法
的
研
究
―
』、
法
務
資
料
四
一
二
号
（
昭
和
四
五
年
）
七
九
頁
以
下
参
照
。
本
書
は
、M

aterialien zur Strafrechtsreform
,2.

Band,Rechtsvergleichende A
rbeiten, II Besonderer T

eil. Bonn 1955.

の
翻
訳
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
（
中
義
勝
訳
）「
背
任
罪
」、
法
務
資
料
三
七
三
号
（
一
九
六
四
年
）
二
六
一
頁
以
下
参
照
。
マ
イ
ヤ
ー
論
文
の
抄

訳
は
、
佐
伯
千
仭
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
法
改
正
論
』、
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
、
二
六
九
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

条
文
訳
文
は
、
法
務
省
刑
事
局
『
刑
事
法
制
資
料 

ド
イ
ツ
刑
法
典
』、
二
〇
二
一
年
、
二
一
六
頁
参
照
。

　

条
文
訳
文
は
、
前
掲
註
19
法
務
省
刑
事
局
『
刑
事
法
制
資
料 

ド
イ
ツ
刑
法
典
』、
二
三
二
頁
以
下
参
照
。

　

樋
口
亮
介
「
ド
イ
ツ
財
産
犯
講
義
ノ
ー
ト
」、
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
七
〇
頁
参
照
。

　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
韓
国
刑
法
典
』、
法
務
資
料
第
三
五
七
号
（
昭
和
三
三
年
）
三
頁
以
下
参
照
。
第
一
仮
案
及
び
第
二
仮

案
の
特
徴
に
つ
い
て
、
同
書
四
頁
以
下
参
照
。

　

条
文
訳
文
は
、
前
掲
註
22
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
韓
国
刑
法
典
』、
法
務
資
料
第
三
五
七
号
九
二
頁
以
下
参
照
。

　

申 

東
雲
『
暁
堂
・
厳
詳
燮
「
刑
法
論
集
」』、ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、二
〇
〇
四
年
、Ⅳ
頁
参
照
。
朴 

智
賢
「
軍
事
独
裁
時
代
の
韓
国
の
刑
法
学
」、

立
命
館
法
学
三
四
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
一
〇
頁
以
下
参
照
。　

　

金
炳
魯
は
、
牧
野
英
一
博
士
の
下
で
刑
法
を
学
ん
だ
と
い
う
。
申 
東
雲
「
刑
法
第
二
〇
条
の
社
会
常
規
の
成
立
の
経
緯
」、
ソ
ウ
ル
大
学
校

法
学
第
四
七
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
九
三
頁
以
下
参
照
。
前
掲
註
22
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
韓
国
刑
法
典
』
は
、
総
論
を

厳
詳
燮
、
各
則
部
分
を
金
炳
魯
の
担
当
と
す
る
。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
韓
国
刑
法
典
』、
法
務
資
料
第
三
五
七
号
三
頁
参
照
。

　

前
掲
註
24
朴 

智
賢
「
軍
事
独
裁
時
代
の
韓
国
の
刑
法
学
」、
立
命
館
法
学
三
四
三
号
五
一
〇
頁
以
下
参
照
。

　

わ
が
国
の
刑
法
改
正
事
業
の
全
体
の
概
要
に
つ
い
て
、拙
稿「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項（
刑
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28

 

29

 

30

 

31

 

32
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
一
頁
以
下
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正

刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
一
三
頁
以
下
）
及
び
拙
稿
「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察
―
改
正
刑
法
假
案

の
視
座
―
」、
武
蔵
野
法
学
第
五
・
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
二
頁
以
下
参
照
。

　

ブ
ス
ケ
及
び
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
政
府
と
の
雇
用
契
約
で
あ
る
御
雇
条
約
に
つ
い
て
、
堀
内 

節
「
御
雇
法
律
教
師
の
ブ
ス
ケ
と
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド--

雇
入
か
ら
雇
止
ま
で
の
経
過
」、
比
較
法
雑
誌
八
巻
一
号
（
一
九
七
四
年
）
一
二
一
頁
以
下
及
び
同
「
明
治
初
年
に
お
け
る
司
法
省

御
雇
外
国
人
関
係
記
録
抄
―
『
御
雇
法
律
教
師
の
ブ
ス
ケ
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
』
の
補
遺
を
か
ね
て
―
」、
比
較
法
雑
誌
九
巻
一
号
（
一
九
七
五
年
）

二
七
頁
以
下
参
照
。

　

前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て

―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 
一
二
号
二
〇
三
頁
及
び
二
〇
五
頁
註
４
）
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
一
五
頁

及
び
一
七
頁
註
（
４
）
参
照
）。

　

前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て

―
」、法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
二
〇
三
頁
、二
〇
七
頁
註
６
）
及
び
二
二
六
頁
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、

一
五
頁
、
一
九
頁
註
（
６
）
及
び
四
三
頁
参
照
）。

　

諮
問
四
号
「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
、
前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會

決
議
條
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
二
二
三
頁
以
下
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改

正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
四
三
頁
以
下
参
照
）。
各
委
員
会
は
、
司
法
官
僚
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
少
数
の
東
大
教
授
が
参
加

し
て
い
る
。
当
時
は
、
今
日
の
よ
う
にW

eb

で
の
会
議
は
ま
ま
な
ら
ず
、
東
京
と
神
戸
間
の
移
動
手
段
は
鉄
道
に
限
ら
れ
、
移
動
に
は
一
一

時
間
五
〇
分
を
要
す
る
状
況
が
在
京
の
学
者
中
心
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
臨
時
法
制
審
議
会
諮
問
四
号
（
刑
法
改
正
）
主
査
委
員

会
総
裁
、
委
員
及
び
幹
事
氏
名
に
つ
い
て
、
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
五
〇
頁
註
（
４
）
参
照
。

　

刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及
び
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
の
審
議
状
況
等
に
つ
い
て
、
前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考

察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
二
四
七
頁
以
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下
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
六
八
頁
以
下
参
照
）。

　

改
正
刑
法
假
案
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
、
前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項
（
刑
法

各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
二
六
一
頁
以
下
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立

過
程
の
研
究
』、
八
五
頁
以
下
参
照
）。

　

改
正
刑
法
準
備
草
案
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
と
し
て
、
法
律
時
報
三
二
巻
八
号
（
一
九
六
〇
年
、
臨
時
増
刊
・
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
総

合
的
検
討
）
に
多
く
の
論
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
改
正
刑
法
準
備
草
案
は
、
改
正
刑
法
假
案
を
批
判
的
に
踏
襲
し
作
成
し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
泉
二
新
熊
博
士
と
共
に
改
正
刑
法
假
案
作
成
の
中
心
と
な
っ
た
牧
野
英
一
博
士
は
、
同
誌
に
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
に
つ
い
て
」
と
の

興
味
深
い
論
文
を
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。
同
誌
三
四
頁
以
下
参
照
。

　

山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
［
第
三
版
］』、
成
文
堂
、
平
成
二
七
年
、
四
四
八
頁
以
下
参
照
。

　

泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論 
下
巻
』、
有
斐
閣
、
明
治
四
一
年
初
版
、
大
正
一
四
年
第
三
七
版
、
八
三
一
頁
参
照
。

　

前
掲
註
36
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論 
下
巻
』、
八
七
二
頁
以
下
参
照
。

　

前
掲
註
36
泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論 
下
巻
』、
八
七
三
頁
参
照
。

　

牧
野
英
一
『
日
本
刑
法
第
五
分
冊
』、
有
斐
閣
、
大
正
六
年
、
大
正
一
二
年
増
訂
第
一
六
版
、
七
九
〇
頁
参
照
。

　

牧
野
英
一
『
刑
法
研
究 

第
九
巻
』、
有
斐
閣
、
昭
和
一
五
年
、
三
五
一
頁
及
び
三
六
二
頁
参
照
。

　

小
野
清
一
郎
『
刑
法
概
論 

増
訂
版
』、
昭
和
三
一
年
、
法
文
社
、
三
〇
七
頁
参
照
。

　

前
掲
註
41
小
野
清
一
郎
『
刑
法
概
論 

増
訂
版
』、
三
一
〇
頁
参
照
。

　

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論 

第
三
版
』、
創
文
社
、
平
成
二
年
、
六
二
六
頁
以
下
参
照
。

　

佐
瀬
昌
三
『
刑
法
大
意
（
第
二
分
冊
）』、
昭
和
一
五
年
、
昭
和
一
六
年
増
補
版
、
清
水
書
店
、
三
七
七
頁
以
下
参
照
。

　

前
掲
註
44
佐
瀬
昌
三
『
刑
法
大
意
（
第
二
分
冊
）』、
三
七
八
頁
註
（
一
）
参
照
。

　

小
泉
英
一
『
刑
法
各
論
』、
昭
和
二
九
年
、
有
信
堂
、
二
六
八
頁
参
照
。

　

前
掲
註
46
小
泉
英
一
『
刑
法
各
論
』、
二
七
四
頁
参
照
。
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下
村
康
正
「
財
産
犯
罪
」、
法
律
時
報
三
二
巻
八
号
〈
一
九
六
〇
年
、
臨
時
増
刊
・
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
総
合
的
検
討
〉
二
六
四
頁
参
照
。

　

柏
木
千
秋
『
刑
法
各
論
（
下
）』、
昭
和
三
六
年
、
有
斐
閣
、
四
八
三
頁
参
照
。

　

前
掲
註
６
大
塚 

仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）
第
三
版
』、
二
八
一
頁
参
照
。

　

大
塚 

仁
『
刑
法
各
論
上
巻
〔
改
訂
版
〕』、
青
林
書
院
新
社
、
昭
和
五
九
年
、
五
五
三
頁
以
下
参
照
。

　

前
掲
註
６
大
塚 

仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
） 

第
三
版
』、
三
一
五
頁
参
照
。
尚
、
註
で
は
「
仮
案
お
よ
び
草
案
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ

て
い
る
（
仮
案
二
編
四
三
章
、
草
案
二
編
三
九
章
）。
そ
し
て
、
仮
案
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
を
同
一
条
文
（
四
四
二
条
）
の
中
の
一
項
と
二

項
と
し
て
規
定
し
た
が
、
草
案
で
は
別
条
（
三
五
〇
条
、
三
五
二
条
）
と
し
て
い
る
。
な
お
、
仮
案
・
草
案
と
も
業
務
上
背
任
罪
を
加
え
て
い

る
（
仮
案
四
四
三
条
、
草
案
三
五
三
条
）。」
と
指
摘
す
る
。

　

大
塚 

仁
「
財
産
犯
罪
に
関
す
る
諸
問
題
―
主
と
し
て
詐
欺
、恐
喝
、背
任
に
つ
い
て
―
」（
法
務
省
刑
事
局
『
刑
法
改
正
に
関
す
る
意
見
書
集
』、

刑
事
基
本
法
令
改
正
資
料
第
一
号
（
昭
和
三
三
年
）
三
四
〇
頁
参
照
。
本
書
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
よ
り
『
刑
事
裁
判
資
料
第
一
二
七

号
（
昭
和
三
三
年
）』
と
し
て
も
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

　

大
塚 

仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
） 

第
三
版
増
補
版
』、
有
斐
閣
、
平
成
一
七
年
、
三
一
五
頁
以
下
参
照
。

　

大
谷 

実
「
第
三
十
九
章
横
領
及
び
背
任
の
罪
」（
平
場
安
治
・
平
野
龍
一
編
『
刑
法
改
正
の
研
究
２ 

各
則
』、東
京
大
学
出
版
会
、一
九
七
三
年
、

三
九
六
頁
参
照
。

　

木
村
静
子
「
背
任
罪
（
三
六
二
条
・
三
六
三
条
）」、
日
本
刑
法
学
会
『
改
正
刑
法
準
備
草
案
』（
刑
法
雑
誌
一
一
巻
一
・
二
号
（
昭
和
三
六
年
）

一
四
三
頁
以
下
参
照
。 

　

内
田
文
昭
『
刑
法
各
論 

上
巻
』、
青
林
書
院
新
社
、
昭
和
五
四
年
、
三
五
九
頁
及
び
三
六
〇
頁
註
（
４
）
参
照
。

　

本
稿
で
参
照
し
た
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
』
は
、
法
務
図
書
館
所
蔵
で
あ
り
九
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。『
刑
法
改
正
起
草

委
員
會
議
事
日
誌
（
自
第
一
回
至
第
二
九
回
）』、『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
（
自
第
三
〇
回
至
第
五
九
回
）』
及
び
『
刑
法
改
正
起
草

委
員
會
議
事
日
誌
（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』
の
三
巻
の
表
紙
左
下
に
は
岩
村
委
員
と
の
記
名
が
あ
り
、
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員

会
委
員
の
一
人
で
あ
る
岩
村
通
世
司
法
書
記
官
で
あ
ろ
う
。『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌
』
は
、
在
京
の
委
員
の
蔵
書
に
保
管
さ
れ
、
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一
部
が
大
学
や
法
務
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
と
思
慮
す
る
。
な
お
、
東
大
法
学
部
に
は
、
手
付
か
ず
の
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日

誌
』
の
あ
る
こ
と
を
二
〇
一
二
年
第
九
〇
回
刑
法
学
会
懇
親
会
の
折
、
樋
口
亮
介
助
教
授
よ
り
示
唆
さ
れ
、
双
方
の
日
誌
の
照
合
の
必
要
性
を

確
認
し
あ
っ
た
。
法
案
一
次
資
料
と
し
て
は
、
中
央
大
学
泉
二
文
庫
に
『
刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案
原
稿
（
昭
和
二
年
二
月
十
日
稿
）』
及

び
『
刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案
各
則
（
昭
和
二
年
二
月
一
日
稿
）』
等
の
ガ
リ
版
印
刷
資
料
が
あ
る
。
前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過

程
の
一
考
察
―
『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項
（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』
を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号

二
三
七
頁
以
下
及
び
二
四
〇
頁
註
１
）
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
五
六
頁
以
下
及
び
六
〇
頁
註
（
１
）

参
照
）。

　

法
制
審
議
会
、
特
に
刑
事
法
特
別
部
会
の
構
成
や
審
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
平
野
龍
一=

松
尾
浩
也=

清
水 

誠=

内
藤 

謙=
和
田
英
夫
「〈
座
談
会
〉
刑
法
改
正
手
続
の
問
題
点
―
法
制
審
議
会
批
判
」、
法
律
時
報
四
六
巻
六
号
〈
一
九
七
四
年
〉

四
六
頁
以
下
参
照
。
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
の
委
員
及
び
幹
事
の
選
任
は
、
刑
事
法
研
究
者
に
つ
い
て
は
小
野
清
一
郎
法
務
省
特
別
顧

問
の
影
響
力
大
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
委
員
な
い
し
幹
事
に
選
任
さ
れ
た
刑
事
法
研
究
者
は
、
選
任
さ
れ
た
故
に
一
流
の
研
究
者
で
あ
る
か

の
よ
う
な
言
説
や
雰
囲
気
が
当
時
の
刑
法
学
会
に
流
布
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
各
小
委
員
会
で
ど
の
程
度
の
白
熱
し
た
論
議
が

な
さ
れ
た
の
か
詳
ら
か
で
は
な
い
。
団
藤
重
光
博
士
は
、
井
上
正
仁
教
授
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
刑
法
改
正
準
備
会
で
は
小
野
清
一
郎

博
士
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
発
言
で
あ
っ
た
が
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
で
は
第
一
小
委
員
会
委
員
長
と
し
て
毎
回
委
員
会
に
出
席
さ
れ
る

小
野
博
士
と
議
論
を
交
わ
し
た
と
当
時
の
委
員
会
の
状
況
を
回
想
さ
れ
て
い
る
。
団
藤
重
光
『
わ
が
心
の
旅
路
』、
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
、

一
六
七
頁
以
下
参
照
。
刑
法
研
究
会
は
、
平
場
安
治
教
授
及
び
平
野
龍
一
教
授
を
中
心
に
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
の
作
成
し
た
刑
法
改

正
草
案
の
批
判
的
検
討
を
共
通
の
意
識
の
下
に
ド
イ
ツ
の
対
案
グ
ル
ー
プ
と
同
様
に
わ
が
国
の
対
案
グ
ル
ー
プ
と
し
て
『
刑
法
改
正
の
研
究
１ 

総
則
』、
及
び
『
刑
法
改
正
の
研
究
２ 

各
則
』
を
公
刊
し
、
対
案
作
成
を
予
定
し
て
い
る
。

　

内
藤 

謙
「
日
本
に
お
け
る
『
古
典
学
派
』
刑
法
理
論
と
立
法
問
題
」、
創
価
法
学
二
一
巻
二=

三
号
（
一
九
九
二
年
）
一
八
六
頁
以
下
参
照

（
内
藤 

謙
『
刑
法
理
論
の
史
的
展
開
』、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
、
三
八
四
頁
参
照
）。

　

瀧
川
幸
辰
「
刑
法
改
正
の
グ
リ
ム
プ
ス
」、
法
律
時
報
四
巻
五
号
（
一
九
三
二
年
）
三
頁
参
照
（『
刑
法
雑
筆
』、
文
友
堂
、
昭
和
一
二
年
、
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三
九
頁
以
下
所
収
）。
前
掲
註
27
「
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
一
考
察
―『
刑
法
竝

監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』

を
中
心
と
し
て
―
」、
法
学
新
報
一
〇
五
巻 

一
二
号
二
三
九
頁
以
下
及
び
二
四
二
頁
註
（
７
）
参
照
（
前
掲
註
２
拙
著
『
改
正
刑
法
假
案
成
立

過
程
の
研
究
』、
五
九
頁
以
下
及
び
六
三
頁
註
（
７
）
参
照
）。

　

佐
伯
千
仭
・
小
林
好
信
「
刑
法
学
史
（
学
史
）」、
鵜
飼
信
成
・
福
島
正
夫
・
川
島
武
宜
・
辻 

清
明
編
集
『
講
座 

日
本
近
代
法
発
達
史

一
一
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年
、
二
〇
八
頁
以
下
及
び
前
掲
註
34
中
山
研
一
「
改
正
刑
法
仮
案
の
歴
史
的
考
察
―
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
本

質
規
定
の
前
提
と
し
て
」、
法
律
時
報
三
二
巻
八
号
臨
時
増
刊
・
改
正
刑
法
準
備
草
案
の
総
合
的
検
討
二
八
九
頁
以
下
参
照
。

　

瀧
川
幸
辰
博
士
は
、「
假
案
と
は
い
う
も
の
の
、
昭
和
二
年
か
ら
一
五
年
ま
で
、
一
三
年
二
箇
月
か
か
っ
て
作
成
せ
ら
れ
た
、
當
時
の
日
本

の
刑
法
學
の
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
來
る
べ
き
刑
法
の
全
面
改
正
に
あ
た
っ
て
、假
案
の
思
想
的
背
景
は
修
正
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

理
論
的
ま
た
は
技
術
的
の
面
は
、
多
分
に
利
用
せ
ら
れ
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
。」
と
評
価
さ
れ
る
。
瀧
川
幸
辰
『
刑
法
各
論
』、
一
九
五
一
年
、

世
界
思
想
社
、
序
文
三
頁
参
照
。

　

同
旨
、前
掲
註
６
江
家
義
男
「
背
任
罪
の
研
究
」
早
稲
田
法
学
二
一
巻
三
七
頁
参
照
（『
江
家
義
男
教
授
刑
事
法
論
文
集
』、一
一
三
頁
参
照
）。

　

改
正
刑
法
假
案
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
と
し
て
、
申 

東
雲
「
改
正
刑
法
仮
案
に
お
け
る
主
刑
と
し
て
の
資
格
喪
失
の
成
立
経
緯
」、『
井
上

正
仁
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』、
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
、
四
一
頁
以
下
参
照
。
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表
二 

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
明
治
一
五
年
刑
法
よ
り
明
治
四
〇
年
刑
法
に
至
る
各
草
案
の
条
文
比
較 

表
二―

一
単
純
横
領
罪
・
背
任
罪  

 

明
治
四
〇
年
刑
法 

明
治
三
九
年
刑
法
改
正
案 

明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案 

明
治
三
四
年
改
正
案 

明
治
三
〇
年
案 

明
治
二
八
年
案 

 

明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案 

明
治
一
五
年
刑
法 

第
三
十
七
章 

詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪 

第
二
百
四
十
七
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
リ
又
ハ本
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル

目
的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
圓

以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
二
條 

自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
三
十
七
章 

詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪 

第
二
百
四
十
八
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
リ
又
ハ本
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル

目
的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
圓

以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
三
條 

自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

  第
三
十
五
章 

賊
盗
ノ
罪 

第
二
百
八
十
一
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
本
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ又
ハ
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
ル
目

的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
為
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ一
〇
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

第
三
十
六
章 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
二
百
八
十
八
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
一
節 

賊
盗
ノ
罪 

第
二
百
八
十
二
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
本
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ又
ハ
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
ル
目

的
ヲ
以
テ
権
限
外
ノ
行
爲
ヲ
為
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
二
百
八
十
九
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
十
一
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
七
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
四
節 

詐
欺
取
財
及
背
信
ノ
罪 

第
三
百
七
十
七
條 

自
己
又
ハ
他
人
ヲ
利
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
賃
貸
、
寄
託
、
使
用
、
貸
借
、
質
其
他
容
假
ノ
名
義
ニ
テ
交
付

セ
ラ
レ
タ
ル
金
穀
、
物
件
ヲ
隠
匿
、
消
費
シ
タ
ル
者
ハ背
信
ノ
罪
ト
爲
シ
一
月
以
上
三
年
以
下
ノ
有
期
禁
錮
及
ヒ
五
圓
以

上
五
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
百
七
十
八
條 

自
己
ノ
所
有
ニ
屬
ス
ル
物
件
ト
雖
ト
モ
裁
判
所
ヨ
リ
差
押
更
ニ
保
管
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
隠
匿
、

消
費
シ
タ
ル
者
ハ背
信
ヲ
以
テ
論
ス 

第
三
百
七
十
九
條 

寄
託
又
ハ代
理
ノ
名
義
ヲ
以
テ
他
人
ノ
印
顆
又
ハ捺
印
若
ク
ハ署
名
ア
ル
白
紙
ヲ
預
リ
不
正
ニ
寄
託
者

又
ハ委
託
者
ノ
利
益
ヲ
害
シ
得
ヘキ
証
書
ヲ
作
リ
タ
ル
者
ハ背
信
ヲ
以
テ
論
ス  

     

第
五
節 

詐
欺
取
財
ノ
罪
及
受
寄
財
物
ニ
關
ス
ル
罪 

第
三
百
九
十
五
條 

受
寄
ノ
財
物
借
用
物
又
ハ典
物
其
他
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
物
件
ヲ
費
消
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
二

年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
ス 

若
シ
騙
取
拐
帶
其
他
詐
欺
ノ
所
爲
ア
ル
者
ハ詐
欺
取
財
ヲ
以
テ
論
ス 

第
三
百
九
十
六
條 

自
己
ノ
所
有
ニ
係
ル
ト
雖
ト
モ
官
署
ヨ
リ
差
押
ヘタ
ル
物
件
ヲ
藏
匿
脱
漏
シ
タ
ル
者
ハ一
月
以
上
六
月

以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
ス
但
家
資
分
散
ノ
際
此
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ第
三
百
八
十
八
條
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
斷
ス 

   

追
記　
「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察
―
改
正
刑
法
假
案
の
視
座
―
（
二
︶」
武
蔵
野
法
学
第
一
二
号

一
三
八
頁　

表
二 
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
明
治
一
五
年
刑
法
よ
り
明
治
四
〇
年
刑
法
に
至
る
各
草
案
の
条
文
比
較

表
二
―
一 

単
純
横
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背
任
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表
二 

横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
の
視
点
か
ら
明
治
一
五
年
刑
法
よ
り
明
治
四
〇
年
刑
法
に
至
る
各
草
案
の
条
文
比
較 

表
二―

一
単
純
横
領
罪
・
背
任
罪  

 

明
治
四
〇
年
刑
法 

明
治
三
九
年
刑
法
改
正
案 

明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案 

明
治
三
四
年
改
正
案 

明
治
三
〇
年
案 

明
治
二
八
年
案 

 

明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案 

明
治
一
五
年
刑
法 

第
三
十
七
章 

詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪 

第
二
百
四
十
七
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
リ
又
ハ本
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル

目
的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
圓

以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
二
條 

自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
三
十
七
章 

詐
欺
及
ヒ
恐
喝
ノ
罪 

第
二
百
四
十
八
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
リ
又
ハ本
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル

目
的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
爲
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ
五
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
圓

以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
三
條 

自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

  第
三
十
五
章 

賊
盗
ノ
罪 

第
二
百
八
十
一
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
本
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ又
ハ
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
ル
目

的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
爲
ヲ
為
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ一
〇
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

第
三
十
六
章 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
二
百
八
十
八
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
物
ト
雖
ト
モ
公
務
所
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
一
節 

賊
盗
ノ
罪 

第
二
百
八
十
二
條 

他
人
ノ
爲
メ
其
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
者
本
人
ニ
損
害
ヲ
加
ヘ又
ハ
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
圖
ル
目

的
ヲ
以
テ
権
限
外
ノ
行
爲
ヲ
為
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘタ
ル
ト
キ
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
二
百
八
十
九
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
十
一
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
七
條 

他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ五
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

自
己
ノ
動
産
ト
雖
ト
モ
官
署
又
ハ公
署
ヨ
リ
保
管
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
之
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
亦
同
シ 

 

第
四
節 

詐
欺
取
財
及
背
信
ノ
罪 

第
三
百
七
十
七
條 

自
己
又
ハ
他
人
ヲ
利
ス
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
賃
貸
、
寄
託
、
使
用
、
貸
借
、
質
其
他
容
假
ノ
名
義
ニ
テ
交
付

セ
ラ
レ
タ
ル
金
穀
、
物
件
ヲ
隠
匿
、
消
費
シ
タ
ル
者
ハ背
信
ノ
罪
ト
爲
シ
一
月
以
上
三
年
以
下
ノ
有
期
禁
錮
及
ヒ
五
圓
以

上
五
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス 

第
三
百
七
十
八
條 

自
己
ノ
所
有
ニ
屬
ス
ル
物
件
ト
雖
ト
モ
裁
判
所
ヨ
リ
差
押
更
ニ
保
管
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
隠
匿
、

消
費
シ
タ
ル
者
ハ背
信
ヲ
以
テ
論
ス 

第
三
百
七
十
九
條 

寄
託
又
ハ代
理
ノ
名
義
ヲ
以
テ
他
人
ノ
印
顆
又
ハ捺
印
若
ク
ハ署
名
ア
ル
白
紙
ヲ
預
リ
不
正
ニ
寄
託
者

又
ハ委
託
者
ノ
利
益
ヲ
害
シ
得
ヘキ
証
書
ヲ
作
リ
タ
ル
者
ハ背
信
ヲ
以
テ
論
ス  

     

第
五
節 

詐
欺
取
財
ノ
罪
及
受
寄
財
物
ニ
關
ス
ル
罪 

第
三
百
九
十
五
條 

受
寄
ノ
財
物
借
用
物
又
ハ典
物
其
他
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
物
件
ヲ
費
消
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
二

年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
ス 

若
シ
騙
取
拐
帶
其
他
詐
欺
ノ
所
爲
ア
ル
者
ハ詐
欺
取
財
ヲ
以
テ
論
ス 

第
三
百
九
十
六
條 

自
己
ノ
所
有
ニ
係
ル
ト
雖
ト
モ
官
署
ヨ
リ
差
押
ヘタ
ル
物
件
ヲ
藏
匿
脱
漏
シ
タ
ル
者
ハ一
月
以
上
六
月

以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
ス
但
家
資
分
散
ノ
際
此
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ第
三
百
八
十
八
條
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
斷
ス 
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表
二
―
二 

業
務
上
横
領
罪

表
二―

二 

業
務
上
横
領
罪 

                         

明
治
四
〇
年
刑
法 

 

明
治
三
九
年
刑
法
改
正
案 

 

明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案 

明
治
三
四
年
改
正
案 

明
治
三
〇
年
案 

明
治
二
八
年
案 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
三
條 

業
務
上
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

 

第
三
十
八
章 

横
領
ノ
罪 

第
二
百
五
十
四
條 

業
務
上
自
己
ノ
占
有
ス
ル
他
人
ノ
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ一
年
以
上
十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

第
三
十
六
章 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
二
百
八
十
九
條 

業
務
上
他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
物
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ二
年
以
上
一
〇
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ公
権
剥
奪
及
ヒ
監
視
ヲ
附
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪  

第
二
百
九
十
條 

業
務
上
他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

本
條
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ公
権
剥
奪
及
ヒ
監
視
ヲ
附
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
十
二
條 

業
務
上
他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
六
月
以
上
ノ
懲
役
ニ
處
ス
可
キ
者
ニ
ハ剥
奪
公
権
ヲ
科
シ
之
ヲ
監
視
ニ
付
ス 

 

第
二
節 

占
有
物
横
領
ノ
罪 

第
三
百
八
條 

業
務
上
他
人
ノ
爲
メ
占
有
ス
ル
動
産
又
ハ不
動
産
ヲ
横
領
シ
タ
ル
者
ハ十
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス 

前
項
ノ
罪
ヲ
犯
シ
六
月
以
上
ノ
懲
役
ニ
處
ス
可
キ
者
ニ
ハ剥
奪
公
権
ヲ
科
シ
之
ヲ
監
視
ニ
付
ス 

 


